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は

じ

め

に

　
赤
城
山
の
南
麓
、
利
根
川
の
清
流
に
面
し
た
私
た
ち
の
前
橋
は
、
自
然
の
恵
み
を
限
り
な
く
受
け
た
豊
か
な
土
地
で
あ
り
ま
す
。
は
る
か
な
昔
、
こ
の
前
橋
に
は
大
小
七
〇

〇
余
基
も
の
古
墳
が
造
ら
れ
、
東
国
文
化
の
中
心
と
な
り
ま
七
た
。
そ
の
後
、
律
令
体
制
下
に
あ
っ
て
は
、
政
治
の
中
心
と
し
て
の
上
野
国
府
の
所
在
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、

ま
た
仏
教
文
化
の
華
も
咲
き
誇
り
ま
し
た
。
中
世
の
動
乱
期
を
経
て
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
厩
橋
（
前
橋
）
城
は
江
戸
を
守
る
重
要
な
砦
と
し
て
栄
え
、
　
「
関
東
の
華
」
と
称

賛
さ
れ
ま
し
た
。
続
く
明
治
以
降
は
、
糸
の
町
と
し
て
全
国
的
に
そ
の
名
を
は
せ
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
町
前
橋
に
は
多
く
の
文
化
財
が
所
在
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
保
存
上
、
活
用
上
特
に
必
要
な
も
の
は
、
文
化
財
保
護
法
あ
る
い
は
、
県
・
市
の

保
護
条
例
に
よ
っ
て
指
定
し
て
お
り
ま
す
が
、
指
定
さ
れ
た
文
化
財
は
、
現
在
、
八
十
三
件
に
も
達
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
指
定
さ
れ
た
文
化
財
に
つ
い
て
の
保
存
上
の
施
策

が
、
市
当
局
な
ら
び
に
市
民
各
位
の
理
解
と
協
力
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
限
り
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
文
化
の
創
造
に
積
極
的
に
役
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
広
く
市
民
各
位
の
ご
協
力
を
得

て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
芳
賀
東
部
団
地
、
山
王
廃
寺
跡
の
発
掘
調
査
、
総
社
神
社
関
係
資
料
等
を
集
録
し
た
本
書
が
、
前
橋
市
の
文
化
財
を
正
し
く
理
解
す
る
一
資
料
と
な
り
、
ひ
い
て
は
文
化
財

保
護
と
、
新
し
い
地
域
文
化
の
創
造
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
に
存
じ
ま
す
。

　
　
　
昭
和
五
十
二
年
二
月

前
橋
市
教
育
委
員
会

　
教
育
長
　
金
　
　
井

博

之

／



、
／
き
、
，

＼

一
、
総
社
神
社
関
係
調
査
報
告
O

調
査
の
主
旨
　
総
社
神
社
は
、
古
代
史
・
神
社
史
を
解
明
す
る
上
で
重
要
な
神
社
で

　
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
だ
、
総
社
神
社
お
よ
び
そ
れ
に
関
係
す
る
文
化
財
に
つ
い

　
て
、
悉
皆
調
査
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
　
そ
こ
で
前
橋
市
文
化
財
保
護
条
例
に
基
づ
き
、
文
化
財
調
査
委
員
に
総
社
神
社

　
関
係
文
化
財
の
保
存
と
活
用
を
計
る
た
め
調
査
研
究
を
依
頼
し
た
。

調
査
の
対
象
　
総
社
神
社
所
蔵
文
化
財

　
　
　
　
　
　
赤
石
祐
三
郎
氏
所
蔵
文
化
財

調
査
期
日
昭
和
五
十
一
年
十
月
三
日
・
四
日

調
　
査
　
者
　
前
橋
市
文
化
財
調
査
委
員
（
五
十
音
順
）

　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
喜
左
雄

　
　
　
　
　
　
　
中
沢
　
右
吾

　
　
　
　
　
　
　
松
田
　
徳
松

　
　
　
　
　
　
　
丸
山
　
知
良

　
　
　
　
　
　
　
山
田
　
武
麿

総
社
神
社
所
蔵
文
化
財
　
O

　
　
　
　
建
　
　
　
造
　
　
　
物

　
　
本
殿
（
県
指
定
重
要
文
化
財
）

　
木
造
銅
瓦
葺
三
間
社
流
造
、
桁
行
三
間
、
梁
間
二
間
の
本
殿
に
、
桁
行
三
間
に
わ

た
っ
て
梁
間
一
間
の
向
拝
が
繋
虹
梁
で
つ
な
が
れ
て
い
る
。

　
建
立
年
代
は
、
記
録
、
棟
札
等
が
な
い
た
め
に
不
明
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
三
十

八
年
県
指
定
申
請
の
際
の
調
査
報
告
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
結
論
が
出
さ
れ
て
い

る
。①

建
物
の
上
部
に
旧
構
が
保
持
さ
れ
て
ヤ
る
。

②
唐
様
を
基
礎
と
し
た
張
の
強
い
墓
股
、
組
物
、
大
瓶
束
、
伸
び
の
あ
る
海
老
虹
梁

　
が
旧
構
の
特
徴
を
現
わ
し
て
い
る
。

⑧
旧
構
の
特
徴
は
、
室
町
期
・
桃
山
期
建
築
の
特
徴
を
そ
な
え
た
、
国
指
定
重
要
文

　
化
財
玉
村
八
幡
宮
本
殿
と
同
じ
様
式
で
あ
る
。

④
玉
村
八
幡
宮
本
殿
は
社
伝
に
よ
る
と
、
永
正
四
年
（
一
五
〇
七
年
）
に
造
営
さ

　
れ
、
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
年
）
に
現
地
に
移
建
、
そ
の
後
明
和
八
年
（
一
七

　
七
一
年
）
に
大
修
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。

⑤
総
社
神
社
の
本
殿
は
、
玉
村
八
幡
宮
本
殿
と
比
較
検
討
し
た
結
果
、
室
町
期
の
特

　
徴
を
も
つ
が
、
や
や
退
化
的
で
あ
り
、
桃
山
期
に
入
っ
て
は
い
る
も
の
の
盛
期
に

　
ま
で
至
っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
慶
長
初
年
頃
の
建
造
と
推
定
さ
れ
る
。

　
　
拝
殿
・
幣
殿

　
木
造
銅
瓦
葺
入
母
屋
造
。
桁
行
四
間
、
、
梁
間
二
間
の
拝
殿
に
、
桁
行
二
間
、
梁
間

一
・
五
間
の
幣
殿
が
続
い
て
い
る
。
建
物
お
よ
び
組
物
は
重
厚
な
感
じ
を
う
け
る
。

特
に
、
老
海
虹
梁
、
木
鼻
、
手
挾
の
彫
刻
と
組
工
合
は
素
晴
し
い
。
ま
た
、
扉
に
十

二
支
を
彫
刻
し
て
い
る
の
は
特
異
で
あ
る
。
拝
殿
の
格
天
井
に
は
伝
南
洋
筆
の
鶴
を

題
材
と
し
た
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
社
伝
に
よ
れ
ば
、
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
年
）
に
幣
殿
お
よ
び
拝
殿
の
造
営
が

企
画
さ
れ
た
。
棟
梁
は
、
氏
子
で
あ
っ
た
宮
元
某
な
る
人
物
で
、
神
祇
宮
か
ら
衣
帽

子
直
垂
を
許
さ
れ
関
谷
出
雲
と
改
称
し
た
。
父
子
二
代
に
わ
た
り
、
二
十
九
年
間
を

費
や
し
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
年
）
に
完
成
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
勾
欄
の
擬
宝

珠
に
は
、
　
「
天
保
三
子
辰
年
九
月
吉
日
」
の
銘
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

古

文

　
ω
　
上
野
国
　
赤
石
氏
文
書

長
さ
三
九
．
五
セ
ン
チ
。

書

（
天
正
十
三
年
）
一
通
、
巾
三
一
・
ニ
セ
ン
チ

｝1「



　
　
　
掟

一
当
社
参
詣
之
諸
人
不
可

有
横
合
事

一
於
宮
中
植
木
不
可
切

事
右
至
干
遠
犯
之
族
者
則

可
遂
披
露
可
処
厳
科
旨

被
仰
出
者
也
伍
如
件

　
　
（
北
条
虎
印
）

天
舜
準
伯
者
守
奉
之

　
　
　
　
　
社
人
中

　
吻
　
上
野
国
　
赤
石
氏
文
書
（
天
正
十
八
年
）

縦
二
九
・
八
セ
ン
チ
。
横
四
五
．
六
セ
ン
チ
。

　
　
　
　
　
u
　
　
　
　
　
上
野
国

　
　
　
禁
鑑
　
　
　
　
　
惣
社

一
当
手
軍
勢
甲
乙
人
等
濫
妨
狼
籍
事

一
放
火
事

一
対
地
下
人
非
分
儀
申
懸
事

’
右
条
々
若
於
遠
犯
之
輩
者

　
乍
可
被
処
厳
科
之
旨
依

　
仰
執
達
如
件

天
正
十
八
年
五
月

一
通

日
　
筑
前
守
（
花
押
）

　
　
　
弾
正
少
弼
（
花
押
）

　
③
　
　
『
上
野
国
神
名
帳
』
　
（
『
上
野
国
神
名
帳
』
総
社
本
県
指
定
重
要
文
化
財
）

巻
子
（
け
ん
す
）
仕
立
と
な
っ
て
お
り
、
神
名
帳
の
紙
幅
二
七
．
ニ
セ
ン
チ
。
長

さ
四
・
四
一
メ
ー
ト
ル
。
題
箋
は
な
い
。
（
註
、
原
文
の
ま
ま
、
小
さ
い
字
は
朱
墨
）

　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
上
野
十
四
郡
諸
社
神
名
帳

　
ス
ベ
テ
　
マ
マ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
ク
ワ
ン
　
　
ス
ル
ガ
　
　
ニ
　
　
　
ヲ

　
　
捻
五
百
四
十
九
社
勧
請
　
故
当
社

　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
マ
マ
ロ
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
リ

　
　
号
掘
社
大
明
神
是
当
社
之
宝
物
　
也

　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

●
當
國
当
所
鎮
守
当
社
之
神
主
十
社

舞
伝
記
．
巳
響
大
明
神
．
者
簿
．
之
賦
邸
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
シ
カ
く
カ
ノ
　
　
フ
ツ
ヌ
シ
ノ
す
是
一
宮

　
　
云
　
・
彼
神
者
経
津
主
神
也
；
サ
キ
ノ
　
ナ
リ

　
　
　
云
。
　
　
　
　
　
　
　
抜
鋒
神
レ
（
マ
マ
）

　
　
ハ
ハ
ト
ワ
　
ィ
ワ
ッ
ッ
ヲ
ィ
ワ
ッ
ッ
メ
ノ
ヵ
ミ
ナ
リ
o
是
捻
社
大
明
神

　
・
嬢
者
・
磐
筒
男
磐
筒
女
神
也
　

タ
イ
（
マ
マ
）
　
ナ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
之
正
躰
　
　
本
主
也

　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
イ
ワ
サ
ク
ぞ
サ
ク
ノ
カ
ミ
ノ
ミ
ャ
コ
　
イ
ワ
ツ
ツ
ヲ

　
ム
湘
籠
日
・
磐
裂
根
裂
神
之
子
・
磐
筒
男

　
　
イ
ワ
ツ
ツ
メ
ア
レ
マ
カ
ル
　
ヘ
ミ
コ
フ
ツ
ヌ
シ
ノ
ヵ
ヘ
ミ
ト
シ
カ
く

　
　
磐
筒
女
所
生
之
子
経
津
主
神
云
云

　
　
　
　
　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ァ
マ
テ
ラ
ス
ヲ
ヲ
カ
ミ
マ
タ
マ
タ
シ
テ

　
　
　
　
。
是
則
天
神
也
神
黛
日
天
照
大
神
復
遣

　
　
　
　
　
タ
ケ
ミ
カ
ッ
チ
ノ
カ
ミ
ヲ
ヨ
ヒ
フ
　
ツ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
ヲ
マ
ッ
ユ
イ
テ
ハ
ラ
ハ
シ
ム
ト
キ
ニ

　
　
　
　
　
武
甕
槌
神
及
経
津
主
神
先
行
駈
除
時

　
　
　
　
フ
タ
ハ
シ
ラ
ノ
カ
ミ
ア
マ
グ
ず
マ
ス
　
　
シ
カ
く
ア
ル
　
ニ
じ
ヲ
ク
ダ
ル
ま
　
　
ヨ
リ

　
　
　
　
　
ニ
神
降
到
出
雲
云
有
伝
記
是
降
南
天
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
一
　
云
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
一
　
云

　
　
　
　
　
　
ル
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
　
　
　
・
有
記
日
二
十
八
代
安
閑
天
王
元
年
甲
寅
三
月
十
五
日

　
　
　
　
　
ヌ
キ
サ
キ
ノ
　
　
　
　
　
ト
　
　
ソ
ウ
　
マ
マ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
コ
レ

　
　
　
　
　
抜
鋒
大
明
神
与
捻
社
大
明
神
造
立
有
レ
之
其
後

　
　
　
　
　
元
和
三
年
丁
己
迄
一
千
四
十
四
年
也

　
　
　
　
ロ

　
両
部
習
合
ノ
神
道
云

　
　
ワ
マ
ロ
　
　
　
　
　
ト
ハ
　
　
ヌ
キ
サ
キ
ノ
　
　
　
　
ヲ
ヤ
コ
イ
ッ
タ
イ
フ
ン
シ
ン
ノ
　
ミ
　
ぴ
ク
　
ホ
サ
ッ

ム
捻
社
大
明
神
与
抜
鋒
明
神
父
子
一
躰
分
身
弥
勒
菩
薩
也

　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
レ
ノ
ミ
ヤ
ノ
ヲ
ヤ
ナ
リ

　
ソ
ゥ
シ
ャ
　
　
イ
ワ
ツ
ッ
ヲ
イ
ワ
ツ
ッ
メ
ノ
カ
ミ
　
　
是
一
富
親
也

△
捻
社
大
明
神
　
磐
筒
男
磐
筒
女
神

　
ソ
ゥ
シ
ヤ
　
　
　
　
　
ノ
　
　
セ
ウ
シ
ヤ
ホ
カ
キ
ウ
チ
ゥ
ノ
チ
ン
　
　
　
　
ハ
ァ
イ
ト
ノ
ナ
リ

・
捻
社
大
明
神
之
摂
社
外
宮
中
鎮
守
十
社
相
殿
也

　
シ
ヤ
ウ
イ
チ
イ
　
ヌ
キ
サ
キ
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ァ
⑳
ギ

・
正
一
位
　
抜
鋒
大
明
神
　
　
　
　
・
正
一
位
　
赤
城
大
明
神

一2「



，
（
、

・
正
一
位

・
正
一
位

・
正
一
位

・
従
一
位

　
セ
ウ
シ
ヤ

イ
　
ヵ
　
ボ

伊
賀
保
大
明
神

ワ
ヵ
　
イ
カ
ホ

若
伊
賀
保
大
明
神

コ
　
イ
ワ
イ
ノ

小
祝
大
明
神

シ
ト
リ

倭
文
大
明
神

　
　
　
　
　
ミ
ナ
コ
レ

　
　
　
　
イ
ァ
モ

・
正
一
位
　
岩
根
大
明
神

　
　
　
　
ハ
ル
ナ

・
正
一
位
榛
名
大
明
神

　
　
　
　
ホ
ノ
イ
カ
ツ
チ
ノ

・
従
一
位
火
雷
大
明
神

　
　
　
　
ア
サ
　
マ
ノ

・
従
一
位
浅
間
大
明
神

　
　
ノ
　
ナ
リ

▲
摂
社
五
百
四
十
九
社
皆
是
上
野
十
四
郡
内
也

　
ウ
　
ス
イ
ノ

●
碓
氷
郡

　
　
、

・
従
二
位

・
従
三
位

・
従
四
位

・
従
五
位

・
従
五
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
カ
ア
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
之
外
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
五
社
也

　
　
　
カ
タ
ヲ
カ
ノ
　
　
　
ニ

　
　
ム
片
肥
郡
　
十
四
社

　
　
　
　
ヲ
ノ
ノ

・
従
四
位
　
小
野
明
神

　
　
　
　
ア
カ
ダ
ノ

・
従
四
位
　
県
明
神

　
　
　
　
ハ
ル
ナ
モ
ト
ド
ノ

・
従
五
位
　
榛
名
本
戸
明
神

・
従
一
位

・
従
三
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

　
　
　
　
十
五
社

ノ
　
コ
　
ソ
ノ

波
巳
曾
大
明
神

ア
キ
　
マ
ノ

飽
馬
明
神

ア
ラ
　
ヤ
ノ

新
屋
明
神

シ
モ
　
タ
ノ

下
田
明
神

ヱ
ミ
マ
ヘ
ノ

咲
前
明
神

　
　
　
　
ミ
ギ
ノ

カ
ン
　
ヲ
　
ノ

▲
甘
楽
郡
　
三
十
二
社

　
ム
　
シ
テ
ノ

　
宗
岐
明
神

　
ア
キ
ャ
マ
ノ

　
秋
山
明
神

　
　
ヌ
キ
サ
キ
ワ
カ
ミ
　
コ
ノ

　
抜
鋒
若
御
子
明
神
、

　
タ
マ
ヤ
マ
ノ

　
玉
山
明
神

　
ア
ラ
ヤ
マ
ノ

　
新
屋
明
神

　
ア
サ
　
カ
　
ホ
ノ

　
朝
賀
保
明
神

　
　
タ
カ
カ
キ
ノ

　
高
垣
明
神

・
従
三
位

・
正
四
位

・
従
四
位

・
従
五
位

ミ
　
ツ
サ
ワ
ノ

美
都
沢
明
神

ワ
カ
ク
ニ
タ
マ
ノ

若
国
玉
明
神

コ
ト
タ
マ
ノ

事
玉
明
神

カ
　
シ
マ

鹿
嶋
明
神

　
　
　
タ
シ
テ
　
マ
ヘ
ノ
　
　
　
ニ

六
社
　
足
　
前
九
社

二
　
　
　
一
　
　
二
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
カ
マ
ス
ベ
ノ

・
従
四
位
鎌
総
明
神

　
　
　
　
ヱ
ミ
マ
ヘ
ノ

・
従
五
位
　
咲
前
明
神

　
ノ
　
　
　
　
ニ
ア
リ

右
之
外
有
九
社

　
　
　
　
　
二
　
　
　
一

・
従
三
位

・
従
三
位

・
正
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

ニ
　
ブ
ノ

丹
生
明
神

ト
リ
ス
ベ
ノ

鳥
総
明
神

ア
マ
　
ツ
　
ヤ
シ
ロ
ノ

天
津
社
明
神

サ
イ
ノ

佐
位
明
抑

ヲ
キ
ツ
ミ
ヤ
ノ

億
津
宮
明
神

コ
　
フ
　
ノ

小
舩
明
神

ア
ラ
カ
キ
ノ

荒
垣
明
神

・
従
五
位

・
従
五
位

ア
ガ
タ
ノ

県
明
神

ヲ
　
カ
ミ
ノ

於
神
明
神

　
タ
　
　
コ
ノ

ム
多
故
郡
　
二
十
五
社

　
　
カ
ラ
シ
ナ
ノ

・
従
二
位

・
正
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

　
ノ右

之
外

・
従
三
位

・
従
三
位

・
従
四
位

・
従
五
位

　
ノ
　
　
　
　
　
ニ

右
之
外

　
　
　
　
ナ

　
　
　
ム
那
波
郡

・
従
三
位

・
正
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

　
ノ
　
　
　
　
ニ

右
之
外
在

　
　
辛
科
明
神

　
　
コ
ヲ
リ
ミ
タ
マ
ノ

　
　
郡
御
玉
明
神

　
　
ク
シ
　
コ
　
ノ

　
　
櫛
子
明
神

　
　
ム
マ
カ
タ
ヤ
マ
ノ

　
　
馬
片
山
明
神

ニ
ア
リ

　
有
十
七
社

　
　
二
　
　
　
　
　
一

　
ミ
　
ト
リ
　
ノ
ノ

ム
緑
埜
郡
　
十
七
社

　
　
ニ
プ
ノ

　
　
丹
生
明
神

　
　
ハ
　
ヨ
ノ

　
　
波
与
明
神

　
　
ミ
ッ
ヌ
マ
ノ

　
　
水
沼
明
神

　
　
ウ
ネ
ム
ロ
ノ

　
　
土
師
明
神

　
　
リ
ハ
シ

　
在
九
社

　
　
二
　
　
　
　
一

　
　
ハ
ノ

　
　
　
　
十
八
社

　
　
ク
ニ
タ
マ
ノ

　
　
国
玉
明
神

　
　
ク
リ
ハ
ラ
ノ

　
　
栗
原
明
神

　
　
シ
モ
カ
ワ
ノ

　
　
霜
河
明
神

　
　
ミ
　
ム
ヲ
ノ

　
　
三
村
明
神

　
　
十
社

　
　
二
　
　
　
一

　
　
　
　
ア
サ
テ
ル
ノ

・
従
五
位
　
朝
照
明
神

　
ノ
　
　
ホ
カ
ニ
ア
リ

右
之
外
有
十
五
社

　
　
　
　
　
二

　
　
　
　
モ
ノ
ペ
ノ

・
従
三
位
　
物
部
明
神

　
　
　
　
ト
リ
ス
ベ
ノ

・
正
五
位
鳥
総
明
神

　
　
　
　
ホ
　
ツ
ミ
ノ

・
従
五
位
、
穂
積
明
神

　
　
　
ウ
　
　
シ
　
コ
ノ

・
従
五
位
有
志
古
明
神

・
従
三
位

・
正
四
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
三
位

・
正
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

　
　
　
　
マ
マ
ロ

　
　
　
ク
ン
マ
ノ
　
ノ
　
　
　
　
ー
ノ
　
　
百
四
十

　
　
△
郡
馬
郡
之
内
東
郡
之
分
五
社

　
　
　
　
ア
ツ
イ
ツ
ミ
ノ

・
正
三
位
温
泉
明
神
　
　
・
従
三
位

ヒ
ロ
ノ
む

広
野
明
神

（
マ
マ
）

ハ
シ
ラ
ヤ
マ
ノ

棍
山
明
神

コ
ヲ
リ
ミ
タ
マ
ノ

郡
御
玉
明
神

ア
ラ
ミ
タ
マ
ノ

荒
御
玉
明
神

シ
ノ
ハ
ヲ
ノ

篠
原
明
神

イ
シ
テ
ノ

石
手
明
神

　
　
ツ
キ
ノ

十
二
月
明
神

フ
　
パ
ノ

布
留
明
神

ヲ
ヲ
ト
モ
ノ

大
友
明
神

［3｝



・
従
三
位

・
正
四
位

－
従
四
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
正
五
位

・
従
四
位

・
従
五
位

・
正
五
位

・
正
五
位

・
正
五
位

・
正
五
位

・
正
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

．
従
五
位

．
従
五
位

．
従
五
位

・
従
五
位

．
従
五
位

ニ
ブ
ノ

丹
生
明
神

ヲ
カ
ワ
ラ
ミ
リ
ク
チ
ノ

小
河
原
渠
口
明
神
，

テ
ル
ミ
ツ
ノ

放
光
明
神

ト
　
ヤ
　
ロ
ノ

止
止
呂
明
神

シ
マ
ナ
ノ

嶋
名
明
神

ヲ
ヲ
　
ミ
　
コ
ノ

大
御
子
明
神

ナ
カ
ヤ
マ
ノ

中
山
明
神

コ
　
イ
　
カ
　
ホ
ノ

小
伊
賀
保
明
神

カ
カ
ミ
ノ

鏡
明
神

ツ
キ
ム
ラ
ノ

槻
村
明
神

イ
　
セ

伊
勢
明
神

ヲ
ヲ
ト
コ
ロ
ノ

大
恥
明
神

ア
リ
マ
セ
キ
ク
チ
ノ

有
馬
堰
口
明
神

コ
　
ツ
カ
ノ

狐
墓
明
神

ユ
カ
ウ
ノ

床
生
明
神

ヨ
コ
ニ
コ
ト
モ
ノ

横
和
知
明
神

ホ
リ
コ
シ
ノ

撃
越
明
神

ウ
ヲ
ト
リ
ノ

魚
取
明
神

ヌ
キ
サ
キ
ミ
コ
ノ

抜
前
御
子
明
神

ク
ワ
バ
ラ
ノ

棄
原
明
神

ナ
カ
イ
ヱ
ノ

中
家
明
神

ヲ
ヲ
モ
テ
ノ

大
支
明
神

ヲ
ヲ
ト
　
ベ
　
ノ

大
刀
部
明
神

ヲ
ヲ
　
イ
　
ノ

大
井
明
神

ヨ
コ
　
テ
　
ノ

横
手
明
神

ヲ
シ
バ
ノ

小
柴
明
神

タ
カ
イ
ノ

高
井
明
神

ア
カ
ナ
ミ
ノ

赤
波
明
神

・
従
四
位

・
正
四
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
正
五
位

・
従
四
位

・
正
五
位

・
正
五
位

・
正
五
位

・
正
五
位

・
正
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

　
ノ
　
　
　
　
ニ

右
之
外

　
ニ
イ
ヤ
ノ

新
屋
明
神

　
モ
ノ
ち
ベ
ノ

物
部
明
神

　
コ
　
ヱ
ワ
イ
ノ

小
祝
明
神

　
ワ
カ
イ
　
カ
　
ヲ
ノ

若
伊
賀
保
明
神

イ
シ
ヰ
ノ

石
井
明
神

　
コ
ヲ
リ
ミ
タ
マ
ノ

　
郡
御
玉
明
神

　
ア
リ
マ
ミ
ソ
ク
チ
ノ

有
馬
渠
口
明
神

　
ヲ
ヲ
ク
ニ
タ
マ
ノ

大
国
玉
明
神

　
ヲ
　
ツ
ノ

小
津
明
神

　
ア
カ
キ
ワ
カ
ミ
コ
ノ

赤
城
若
御
子
明
神

タ
カ
ヤ
マ
ノ

高
山
明
神

タ
カ
イ
　
ノ

高
井
明
神

　
ヤ
　
タ
　
ヘ
ノ

矢
田
部
明
神

ア
リ
マ
セ
キ
ク
チ
ミ
ク
ワ
ノ

有
馬
堰
口
御
黎
明
神

イ
シ
ウ
チ
ノ

石
内
明
神

　
コ
　
モ
チ
ノ

子
持
明
神

イ
キ
ツ
ミ
ヤ
ノ

息
津
宮
明
神

ヲ
ヲ
キ
ノ

大
木
明
神

イ
ケ
キ
シ
ノ

池
岸
明
神

イ
シ
ツ
ボ
ノ

石
壷
明
神

イ
ナ
ナ
キ
ノ

　
馬
騙
　
明
神

　
イ
カ
ホ
ワ
カ
ミ
コ
ノ

伊
賀
保
若
御
子
明
神

　
ヒ
　
ヲ
キ
ノ

日
置
明
神

　
ミ
チ
ナ
カ
ノ

道
中
明
神

ツ
　
ヤ
　
ノ

上
津
矢
明
神

　
ヲ
ヲ
シ
バ
ノ

大
柴
明
神

　
ア
カ
ギ
ミ
ツ
ノ

赤
城
三
明
神

　
リ在

八
十
八
社

　
二
　
　
　
　
　
一

・
正
三
位

・
従
三
位

・
従
三
位

・
従
三
位

・
従
三
位

・
正
四
位

・
従
三
位

・
従
四
位

・
正
三
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
正
五
位

・
正
五
位

・
正
五
位

・
正
五
位

・
正
五
位

・
正
五
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位 　

㊧
ン
罪
　
ノ
　
　
　
ノ

ム
郡
馬
郡
之
内
西
郡

　
　
ミ
ヤ
ヒ
メ
ノ

　
・
宮
姫
明
神

　
　
コ
　
ナ
チ
ノ

　
　
小
奈
智
明
神

　
　
ヲ
　
ワ
リ
ノ

　
　
尾
張
明
神

　
　
フ
ル
タ
テ
ノ

　
　
古
舘
明
神

　
　
イ
キ
ツ
ミ
ヤ
ノ

　
　
息
津
宮
明
神

　
　
シ
バ
ア
サ
ノ

　
　
芝
麻
明
神

　
　
ナ
リ
　
マ

　
　
成
馬
明
神

　
　
ヌ
キ
サ
キ
ワ
カ
ミ
コ
ノ

　
　
抜
前
若
御
子
明
神

　
　
ア
カ
ギ
ミ
ツ
ミ
コ
ノ

　
　
赤
城
三
御
子
明
神

　
　
ハ
ル
ナ
モ
ト
ト
ノ

　
　
榛
名
本
戸
明
神

　
　
ツ
キ
ナ
ミ
ノ

　
　
月
波
明
神

　
　
ナ
ン
グ
ウ
ワ
カ
ミ
コ
ノ

　
　
南
宮
若
御
子
明
神

　
　
コ
　
ク
ワ
ノ

　
　
小
棄
明
神

　
　
ク
ワ
ニ
ト
ノ

　
　
棄
下
明
神

　
　
ア
ツ
　
ミ
ノ

　
　
温
泉
明
神

　
　
コ
マ
カ
タ
ノ

　
　
駒
形
明
神

　
　
ヲ
ヲ
シ
マ
ノ

　
　
大
嶋
明
神

　
　
タ
ナ
カ
ノ

　
　
田
中
明
神

　
　
ヲ
シ
マ
ノ

　
　
小
嶋
明
神

　
　
ク
ル
マ
モ
チ
ワ
カ
ミ
コ
ノ

　
　
車
持
若
御
子
明
神

　
　
ハ
ル
ナ
ワ
カ
ミ
コ
ノ

　
　
榛
名
若
御
子
明
神

　
　
ハ
ル
ナ
ウ
ヱ
カ
ミ
ノ

　
　
榛
名
上
神
明
神

　
　
タ
カ
ラ
ベ
　
ノ

　
　
財
部
明
神

　
　
ハ
ル
シ
ナ
ノ

　
　
春
科
明
神

　
　
タ
ノ
ク
チ
ノ

　
　
田
口
明
神

　
　
ハ
ル
ナ
ヲ
マ
ト
ユ
ロ
ノ

　
　
榛
名
大
恥
明
神

　
　
ク
ル
マ
モ
チ
ノ

　
　
車
持
明
神

之
分
百
六
十
九
社

・
従
三
位

・
従
三
位

・
従
三
位

・
従
三
位

・
従
三
位

・
従
三
位

・
従
三
位

・
従
三
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
正
五
位

・
正
五
位

・
正
五
位

・
正
五
位

・
正
五
位

・
正
五
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
従
五
位

・
従
五
位

ヲ
ヲ
ナ
チ
ノ

大
奈
智
明
神

ソ
ク
サ
イ
シ
コ
イ
ワ
イ
ノ

息
災
寺
小
祝
明
神

タ
カ
　
タ
　
ノ

高
田
明
神

ス
ワ
ワ
カ
ミ
ぴ
ノ

諏
訪
若
御
子
明
神

カ
シ
マ
ノ

鹿
嶋
明
神

ク
ワ
カ
ミ
ノ

棄
上
明
神

ア
ラ
ミ
ソ

新
渠
明
神

ヌ
マ
シ
マ

沼
嶋
明
神

ヤ
　
ヲ
ノ

家
尾
明
神

ハ
カ
ヤ
ノ

墓
矢
明
神

ム
ナ
カ
タ
ノ

智
形
明
神

カ
ツ
コ
ウ
イ
ン
ワ
カ
ミ
コ
ノ

学
校
院
若
御
子
明
神

イ
シ
カ
ミ
ノ

石
神
明
神

タ
マ
ヤ
マ
ノ

玉
山
明
神

ヨ
コ
　
テ
ノ

横
手
明
神

ケ
ノ
ヤ
ノ

毛
野
明
神

コ
イ
シ
ノ

小
石
明
神

ヲ
カ
　
ハ
ラ
ノ

小
河
原
明
神

イ
ツ
ミ
ヤ
ノ

泉
矢
明
神

ヲ
ヲ
ノ
ノ

大
野
明
神

ヲ
ヲ
ヰ
ノ

大
井
明
神

イ
　
カ
　
ヲ
　
モ
ト
ト
ノ

伊
賀
保
本
戸
明
神

ヌ
キ
ハ
ラ
ノ

抜
原
明
神

ヱ
ノ
モ
ト
ノ

複
本
明
神

ヲ
カ
ミ
ノ

於
神
明
神

ホ
ノ
イ
カ
ッ
チ
ワ
カ
ミ
コ
ノ

火
雷
若
御
子
明
神

ア
ラ
ミ
ゾ
ノ

新
渠
明
神

【

イ
什
』

一

ノ



「
戸
’
～
、

気
㌦

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

，
・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

シ
ト
リ
ワ
カ
ミ
コ
ノ

倭
文
若
御
子
明
神

シ
ラ
ナ
ワ
カ
ミ
コ
ノ

白
羅
奈
若
御
子
明
神

カ
ド
リ
ワ
カ
ミ
コ
ノ

香
取
若
御
子
明
神

ア
カ
ギ
ワ
カ
ミ
コ
ノ

赤
城
若
御
子
明
神

ヲ
ヲ
シ
マ
ノ

大
嶋
明
神

ク
ワ
モ
ト
ノ

棄
下
明
神

　
　
　
ア
ガ
ツ
マ
ノ
　
　
ニ

　
　
ム
吾
妻
郡
　
十
三
社

　
　
　
　
シ
ラ
子
ノ

・
従
一
位
　
白
根
明
神

　
　
　
　
ア
サ
マ
ノ

・
従
三
位
　
浅
間
明
神

　
　
　
　
　
コ
　
フ
　
タ
ノ

・
従
五
位
　
小
不
多
明
神

　
　
　
　
ア
ラ
ミ
ソ
ノ

・
従
五
位
新
渠
明
神

　
ト
　
ノ
　
　
ニ

ム
利
根
郡
　
　
二
十
一
社

　
　
サ
子
タ
カ
ノ

・
従
一
位

・
従
二
位

・
従
三
位

・
従
三
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
正
五
位

・
従
五
位

匙
一
一
｝
老
、
、
ホ
カ

右
之
外
在

実
高
明
神

ウ
ス
子
ノ

碓
根
明
神

カ
サ
シ
ナ
ノ

笠
科
明
神

ヲ
ヲ
ヤ
シ
ロ
ノ

大
社
明
神

イ
シ
　
コ
　
ツ
リ
ノ

石
油
津
利
明
神

ア
ラ
　
ヤ
　
ノ

新
屋
明
神

コ
モ
チ
イ
ノ

小
用
明
神

イ
ヤ
タ
マ
ノ

飯
玉
明
神

ア
リ　

五
社

二
　
　
　
一

　
　
　
セ
　
タ
ノ
　
ニ

　
　
ム
勢
田
郡
　
　
二
十
三
社

　
　
　
　
　
ヲ
　
カ
ミ
ノ

・
従
主
位
於
神
明
神

　
　
　
　
ハ
ル
ナ
モ
ト
　
ト
ノ

・
従
四
位
　
榛
名
本
戸
明
神

　
　
　
　
コ
ヲ
リ
タ
マ
ノ

ポ
正
四
位
　
郡
玉
明
神

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

　
ノ
　
　
　
　
ニ

右
之
外

　
グ
ワ

カ
ミ
ノ
　
．

棄
上
明
神

　
ホ
ウ
　
カ
ノ

芳
加
明
神

　
ヲ
ヲ
イ
シ
ノ

大
石
明
神

　
ヱ
ノ
モ
ト
ヲ
カ
ミ
ノ

榎
本
於
神
明
神

　
ミ
ッ
ヌ
マ
ノ

水
沼
明
神

　
リ在

一
百
四
社

　
二
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
コ
　
シ
ラ
子
ノ

・
従
二
位
　
小
白
根
明
神

　
　
　
　
　
コ
　
イ
ソ
ノ

・
正
四
位
小
礒
明
神

　
　
　
　
　
サ
　
ナ
ノ

・
従
五
位
　
佐
奈
明
神

　
ノ
　
　
　
　
ニ
　
　
リ

右
之
外
在
六
社

　
　
　
　
　
二
　
　
　
一

・
従
一
位

・
従
三
位

・
従
三
位

・
正
四
位

・
従
四
位

・
従
四
位

・
正
五
位

・
従
五
位

・
従
三
位

・
従
三
位

・
従
四
位

コ
　
タ
カ
ノ

小
高
明
神

イ
ト
イ
ノ

糸
井
明
神

ヲ
ニ
サ
カ
ノ

鬼
坂
明
神

ク
ニ
ツ
ヤ
シ
ロ
ノ

国
津
社
明
神

ツ
　
マ
　
リ
ノ

津
馬
利
明
神

コ
ヲ
リ
タ
マ
ノ

郡
玉
明
神

ト
カ
ミ
ノ

利
神
明
神

ヤ
マ
カ
ミ
ノ

山
神
明
神

ト
リ
ト
リ
ノ

鳥
取
明
神

イ
カ
ヲ
ワ
カ
ミ
コ
ノ

伊
賀
保
若
御
子
明
神

タ
カ
イ
テ
　
ノ

高
井
出
明
神

　
　
　
　
　
ワ
カ
グ
ニ
タ
マ
ノ

・
従
四
位
　
若
国
玉
明
神

　
　
　
　
　
シ
ラ
カ
ワ
ノ

・
正
四
位
　
白
河
明
神

　
　
　
　
　
シ
モ
カ
ワ
ノ

・
従
五
位
　
霜
河
明
神

　
　
　
　
　
カ
ミ
マ
ヱ
ノ

・
従
五
位
　
神
前
明
神

　
ノ
　
　
　
　
ニ
　
　
ア
リ
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
ヲ

右
之
外
在
九
社
略
之

　
　
　
　
　
二
　
　
　
一
　
レ

　
　
　
　
サ
イ
ノ
　
　
　
ニ

　
　
　
▲
佐
位
郡
　
　
十
二
社

　
　
　
　
　
ヲ
ヲ
ク
ニ
タ
マ
ノ

・
従
一
位
大
国
玉
明
神

　
　
　
　
　
コ
ヲ
リ
タ
マ
ノ

・
従
四
位
　
郡
玉
明
神

　
　
　
　
　
ヲ
　
カ
ミ
ノ

・
従
五
位
於
神
明
神

　
ノ
　
　
　
　
　
ニ
　
　
ア
リ

右
之
外
在
　
六
社

　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
一

　
　
　
　
ニ
イ
タ
ノ
　
ニ

　
　
　
▲
新
田
郡
　
十
五
社

　
　
　
　
　
イ
キ
ハ
シ
ノ

・
従
三
位
　
生
階
明
神

　
　
　
　
　
ア
ラ
イ
ケ
ノ

・
従
四
位
　
新
池
明
神

　
　
　
　
　
タ
テ
コ
ト
ノ

・
従
五
位
楯
事
明
神

　
　
　
　
　
コ
ヲ
リ
タ
マ
ノ

・
従
五
位
　
郡
玉
明
神
．

　
　
　
　
ヤ
マ
　
タ

　
　
　
ム
山
田
郡
　
十
二
社

　
　
　
　
　
カ
モ
ノ

・
従
三
位
　
賀
茂
明
神

　
　
　
　
　
イ
ソ
ベ
　
ノ

・
従
四
位
　
礒
部
明
神

　
　
　
　
　
ミ
　
ヱ
ノ

・
従
五
位
　
御
塊
明
神

　
ノ
　
　
　
　
　
カ
　
　
リ

右
之
外
在
六
社

　
　
　
　
　
二
　
　
　
一

　
　
　
ヲ
ウ
　
　
ラ
ノ

　
　
　
▲
邑
楽
郡
　
十
五
社

　
　
　
　
ナ
ガ
ヱ
ノ

・
正
一
位
長
柄
明
神

　
　
　
　
ホ
ノ
イ
カ
ッ
チ
ノ

・
従
四
位
　
火
雷
明
神

　
　
　
　
コ
ヲ
リ
タ
マ
ノ

・
従
五
位
　
郡
　
玉
明
神

・
正
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

・
従
五
位

イ
テ
カ
ミ
ノ

井
出
上
明
神

コ
　
イ
　
テ
　
ノ

小
井
出
明
神

ハ
ル
ナ
ワ
カ
ミ
コ
ノ

榛
名
若
御
子
明
神

ア
カ
ギ
ワ
カ
ミ
コ
ノ

赤
城
若
御
子
明
神

　
　
　
　
ヤ
　
タ
　
メ
　
ノ

・
従
三
位
　
八
田
女
明
神

　
　
　
　
コ
ヲ
リ
ツ
ナ
ノ

・
従
四
位
　
郡
都
奈
明
神

　
　
　
　
ホ
　
ツ
ミ
ノ

・
従
五
位
穂
積
明
神

　
　
　
　
　
ヲ
ヲ
ナ
フ
シ
ノ

・
従
三
位
大
穴
伏
明
神

　
　
　
　
　
ヤ
ナ
　
フ
シ
ノ

・
正
五
位
　
宿
穴
伏
明
神

　
　
　
　
　
ア
　
ワ
　
ノ

・
従
五
位
　
阿
波
明
神

　
ノ
　
　
　
　
カ
ニ
　
　
ア
リ

右
之
外
　
在
　
八
社

　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
一

　
　
　
　
タ
マ
　
タ
　
メ
　
ノ

・
従
四
位
　
玉
田
女
明
神

　
　
　
　
　
キ
　
ワ
　
ノ

・
従
四
位
　
吉
和
明
神

　
　
　
　
キ
ヨ
　
ミ
　
コ
　
ノ

・
従
五
位
　
清
御
子
明
神

・
従
三
位

・
従
四
位

・
従
五
位

ヤ
　
タ
　
ノ

八
田
明
神

ハ
ハ
サ
キ
ワ
カ
ミ
コ
ノ

母
前
若
御
子
明
神

ヲ
カ
ッ
ル
キ
ノ

正
　
劔
明
神

『5一



　
　
　
　
　
サ
カ
ツ
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ア
カ
キ
ノ

・
従
五
位
坂
津
明
神
　
　
　
　

・
従
五
位
子
赤
城
明
神

右
之
外
在
七
社
今
略
之

干
時
永
仁
六
年
十
二
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ツ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
如
正
本
書
写
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
一
　
二
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
マ
マ
レ
　
　
ド
　
マ
マ
レ
　
　
マ
マ
ロ

上
野
国
郡
馬
郡
捲
社
卿

　
　
　
ハ
マ
マ
ロ

　
　
　
捻
社
大
明
神
　
神
主
赤
石
氏
中
清

惟
時
貞
和
四
年
三
月
廿
九
日

任
永
仁
六
年
之
写
本
再
写
之

　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
レ

　
　
　
　
マ
マ
ロ

　
　
　
捻
社
大
明
神
　
司
宮
赤
石
氏
中
春

諄
弘
治
三
年
丁
巳
二
月
言

任
貞
和
四
年
之
写
本
又
書
写
之

　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
二
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
マ
マ
レ
　
　
　
ハ
マ
マ
ロ
　

パ
マ
マ
ロ

　
上
野
国
郡
馬
郡
捻
社
卿

　
　
　
パ
マ
マ
ロ

　
　
　
捻
社
大
明
神
神
主
赤
石
氏
中
喜

端
裏
書
は

明
治
三
年
庚
午
八
月
謹
襲
表
背
永
納
宝
殿
了

　
　
　
　
　
　
　
　
　
赤
石
中
喜
十
四
世
孫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
穂
社
司
宮
赤
石
中
政
㊦
花
押
）

　
㈲
　
朱
印
状

　
現
在
七
通
の
朱
印
状
が
残
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
包
紙
ウ
ワ
書
き
は
「
上
野
国
群

馬
郡
惣
社
村
　
惣
社
明
神
領
」
と
あ
る
。
紙
の
大
き
さ
は
、
縦
四
六
・
五
セ
ン
チ
、

横
六
三
・
五
セ
ン
チ
。
現
在
残
っ
て
い
る
も
の
は
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

年

号

貞
享
　
二
年
六
月
十
一
日

享
保
　
三
年
七
月
十
一
臼

延
享
，
匹
年
八
月
十
一
日

，
宝
暦
十
二
年
八
月
十
一
日

天
明
　
八
年
九
月
十
一
日

天
保
　
十
年
九
月
十
一
日

妄
政
』
一
年
九
月
十
一
日

将

軍
　
名

綱吉家家家家家

吉宗重治斉慶定

西

暦

一一一一一一一
六
八
五
年

七
一
八
年

七
四
七
年

七
六
二
年

七
八
八
年

八
三
九
年

八
五
五
年

最
も
古
い
貞
享
二
年
の
朱
印
状
は

　
上
野
国
群
馬
郡
惣
社
村
惣
社

　
明
神
社
領
同
村
之
内
弐
拾
六
石
事

　
任
慶
安
二
年
八
月
廿
四
日
先
判
之
旨

　
寄
附
之
詑
金
可
収
納
井
社
中
境
内

　
竹
木
諸
段
等
免
除
如
有
来
永

　
不
可
有
根
一
違
者
也

　
　
貞
享
二
年
六
月
十
一
日

㊥
蒲

享
保
三
年
の
も
の
は

　
上
野
国
群
馬
郡
惣
社
村
惣
社
明
神
領

　
同
村
之
内
弐
拾
六
石
事
井
社
中
境
内

　
竹
木
諸
役
等
免
除
依
当
家
先
判
之
例

　
永
不
可
有
相
違
者
也
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享
保
三
年
七
月
十
一
日

@
朱印

延
享
以
降
の
朱
印
状
は
享
保
の
朱
印
状
と
同
文
で
あ
る
。

芳
賀
東
部
団
地
遺
跡

=
、
昭
和
五
十
一
年
度
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
報

前
橋
市
鳥
取
町
字
宮
前
八
四
四
他
三
三
筆

昭
和
五
十
一
年
六
月
七
日

l
昭
和
五
十
二
年
一
月
十
八
日

前
橋
工
業
団
地
造
成
組
合
(
代
表
者
管
理
者
神
田
坤
六

(
昭
和
五
十
一
年
八
月
一
日
以
前
)
管
理
者
清
水
一
郎
(
昭

和
五
十
一
年
八
月
二
日
以
降
〉

目
、
発
掘
調
査
結
果
の
概
要

け
遺
構
・
遺
物
の
数
量

ィ
、
遺
構
数

縄
文
時
代
住
居
跡
五

奈
良
・
平
安
時
代
住
居
跡

ト
一
二

・

溝

て

所

在

地

一
、
調
査
年
月
骨

二
、
土
地
所
有
者

ピ
ッ
ト

四掘
立
柱
建
築
跡

ピ
ツ

四八

戸
、
遺
物
量

縄
文
時
代
土
器
・
石
器
パ
ン
箱
六
箱

奈
良
・
平
安
時
代
土
器
・
鉄
器
・
石
器
パ
ン
箱

伺
遺
構
・
遺
物
の
概
要

約
三
・
六
加
の
土
地
を
発
掘
調
査
し
た
が
、
発
見
さ
れ
た
遺
構
及
び
遺
物
は
縄

文
時
代
と
奈
良
平
安
時
代
と
の
も
の
で
あ
っ
た
。

ィ
、
縄
文
時
代
住
居
跡
は
ほ
と
ん
ど
前
期
後
半
に
属
し
、
比
較
的
大
形
(
一

辺
約
六
刊
川
前
後
)
で
あ
る
。
こ
れ
ら
住
居
跡
の
分
布
は
現
在
大
規
模
に
見
え

八
五
箱

る
台
地
も
、
か
つ
て
は
浅
い
谷
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
谷
の
縁
辺
部
に

近
く
分
布
し
て
い
る
。
各
住
居
跡
に
は
炉
の
施
設
を
有
す
る
も
の

3
、
炉
の

施
設
の
な
い
も
の

2
が
あ
る
。
遺
物
の
量
は
少
な
い
が
、

J
4
号
出
土
の
尖

底
土
器
及
び
J
5
号
の
東
北
地
方
の
系
統
の
土
器
は
注
目
き
れ
る
。

ロ
、
奈
良
・
平
安
時
代
住
居
跡
は
東
に
竃
を
設
置
し
、
比
較
的
小
形
(
一
辺

約
四
帽
川
前
後
)
の
が
多
い
。
こ
れ
ら
住
居
跡
は
掘
立
柱
建
築
跡
を
中
心
に

し
げ
あ
る
い
は
溝
に
境
さ
れ
て
分
布
し
て
お
り
、
密
集
す
る
地
域
一
と
住
居
跡

の
な
い
地
域
と
が
あ
る
。
住
居
跡
の
な
か
で
は
竃
を
二
つ
有
し
、
そ
の
脇
に

棚
を
設
置
し
た

H
M刊
号
は
や
や
特
異
な
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
遺
物
は

土
器
類
の
ほ
か
に
鉄
器
類
が
豊
富
に
出
土
し
て
お
り
、
砥
石
も
発
見
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
金
銅
製
帯
金
具
・
墨
書
土
器
及
び
文
字
と
見
ら
れ
る

線
刻
を
有
す
る
紡
錘
車
等
注
目
さ
れ
る
遺
物
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
概
要
は
発
掘
調
査
の
終
了
段
階
で
あ
り
、
今
後
図
面
及
び
出
土
遺
物

を
整
理
し
、
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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山
王
廃
寺
跡
第
三
次
調
査

前
橋
市
総
社
町
総
社
昌
楽
寺
廻
り
地
内

昭
和
五
十
一
年
七
月
二
十
六
日
J
八
月
十
四
日

一

、

所

在

地

二
、
調
査
年
月
日

三
、
発
掘
場
所

四
、
発
掘
調
査
の
概
要

け
遺
構
・
遺
物
の
数
量

ィ
、
遺
構
数

礎
石
を
伴
う
建
築
遺
構
二

ピ
ッ
ト
群
(
掘
立
柱
建
築
遺
構
の
桂
穴
と
み
ら
れ
る
も
の
も
あ
る

3

住

居

跡

三

戸
、
遺
物
量

瓦
を
主
に
、
土
器
・
鉄
製
品
等
を
含
め
て
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
み
か
ん
箱
に
し



　
　
　
　
．
て
約
六
十
箱
分
で
あ
る
σ

　
⇔
　
遺
構
・
遺
物
の
概
要

　
発
掘
場
所
は
心
礎
の
北
四
十
メ
ー
ト
ル
東
三
十
メ
ー
ト
ル
の
礎
石
が
存
在
す
る
一

帯
で
あ
っ
て
、
昨
五
十
一
年
度
第
二
次
調
査
の
西
隣
り
の
区
画
で
あ
る
。
昨
年
度

は
．
、
■
礎
石
か
ら
や
や
離
れ
た
場
所
を
掘
っ
た
た
め
、
礎
石
を
伴
う
遺
構
の
発
見
は
で

き
な
か
っ
た
が
、
本
年
度
は
、
礎
石
を
露
出
さ
せ
る
と
と
も
に
、
昨
年
度
の
遺
構
を

合
わ
せ
て
検
討
し
、
こ
の
付
近
の
遺
構
の
性
格
を
追
究
す
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
。

　
礎
石
を
伴
う
遺
構
I
l
発
掘
の
結
果
、
礎
石
三
石
と
栗
石
一
組
が
明
ら
か
に
な

り
、
計
四
石
の
礎
石
の
存
在
が
解
明
さ
れ
た
。
各
礎
石
上
面
の
レ
ベ
ル
は
、
心
礎
上

面
よ
り
、
約
三
〇
セ
ン
チ
上
で
、
四
個
所
の
礎
石
は
矩
形
を
形
造
る
よ
う
に
位
置
し

て
い
る
。
東
西
間
の
心
々
距
離
は
、
三
九
〇
セ
ン
チ
、
南
北
間
の
心
々
距
離
は
、

三
〇
〇
セ
ン
チ
で
あ
る
。
こ
の
遺
構
は
、
さ
ら
に
面
的
な
広
が
り
を
も
っ
て
い
る
と

み
ら
れ
る
が
、
家
屋
等
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
全
面
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
一
番
東
の
礎
石
列
の
三
メ
ー
ト
ル
東
に
は
多
量
の
瓦
の
出
土
を
み
、
調
査
個
所

が
、
す
で
に
こ
の
遺
構
の
東
限
と
み
ら
れ
る
様
相
を
呈
し
て
い
た
。

　
礎
石
を
伴
う
遺
構
E
l
前
述
の
遺
構
1
の
三
個
所
の
礎
石
の
そ
れ
ぞ
れ
の
北
東

方
向
約
一
二
〇
セ
ン
チ
の
位
置
で
、
心
礎
の
上
面
よ
り
約
三
〇
セ
ン
チ
下
が
っ
た
と

こ
ろ
に
は
河
原
石
を
［
O
石
前
後
配
し
た
栗
石
が
発
見
さ
れ
た
。
す
で
に
、
礎
石
自

体
は
失
わ
れ
て
一
石
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
礎
石
を
置
く
根
固
め
の
栗
石
で
あ

っ
て
、
礎
石
を
伴
う
遺
構
で
あ
る
。
こ
の
礎
石
三
石
分
の
栗
石
の
心
々
距
離
は
、
東

西
三
六
〇
セ
ン
チ
、
南
北
三
九
〇
セ
ン
チ
で
あ
る
。
栗
石
の
組
み
方
は
、
遺
構
1
よ

り
も
、
一
‘
F
堅
固
で
石
の
数
も
多
く
し
っ
か
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
こ
れ
も
、

遺
構
の
東
限
に
あ
た
る
も
の
と
み
ら
れ
た
。

　
ピ
ッ
ト
群
ー
多
く
の
ピ
ッ
ト
が
遺
構
1
・
1
の
瓦
の
堆
積
の
や
や
東
、
昨
年
度

調
査
個
所
と
の
間
に
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
う
ち
の
四
個
は
二
個
ず
つ
が
対
を
な
す
位

置
に
あ
り
、
そ
の
大
ぎ
さ
、
深
さ
と
も
大
規
模
な
も
の
で
あ
る
。
柱
穴
と
し
て
は
大

ぎ
す
ぎ
る
と
い
う
見
方
も
あ
る
が
、
柱
を
す
え
る
た
め
の
掘
り
が
た
と
も
み
ら
れ
る

も
の
で
あ
り
、
今
後
、
さ
ら
に
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
残
り
の
ピ
ッ
ト
は
、
前
述
の

四
偲
よ
り
や
や
小
さ
い
も
の
で
、
．
形
状
・
深
さ
と
も
よ
り
柱
穴
ら
し
ぐ
、
し
か
も

北
々
西
方
向
に
一
列
に
並
ん
で
い
る
。
こ
の
ピ
ッ
ト
列
は
、
ト
レ
ン
チ
内
の
南
隅
か

ら
北
隅
ま
で
み
ら
れ
、
ト
レ
ン
チ
外
へ
も
続
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、

昨
年
発
見
さ
れ
た
柱
穴
と
の
関
連
も
充
分
考
え
ら
れ
る
。
残
念
な
が
ら
、
調
査
範
囲

が
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
も
面
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

ま
た
、
礎
石
を
伴
う
遺
構
1
・
1
の
少
し
北
に
も
柱
穴
ら
し
い
ピ
ッ
ト
が
あ
り
、
こ

の
付
近
一
帯
に
は
何
ら
か
の
掘
立
柱
建
築
遺
構
が
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
、
一
層
強

ま
っ
て
き
た
。

　
住
居
跡
し
東
方
の
ピ
ッ
ト
群
の
、
一
角
に
は
、
住
居
跡
が
二
戸
検
出
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
遺
構
1
・
H
の
栗
石
の
下
層
か
ら
も
住
居
跡
が
↓
戸
発
見
さ
れ
て
い
る
。

　
遺
物
－
瓦
の
中
に
は
、
軒
丸
瓦
片
・
軒
平
瓦
片
が
か
な
り
あ
っ
た
。
軒
丸
瓦
で

は
、
素
弁
・
複
弁
・
単
弁
が
あ
り
、
軒
平
瓦
は
、
三
重
弧
文
が
主
で
あ
る
。
白
鳳
期

の
瓦
が
多
い
が
、
上
野
国
分
寺
・
尼
寺
等
で
出
土
し
て
い
る
も
の
と
類
似
の
も
の
も

あ
り
、
多
少
、
年
代
が
下
が
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
瓦
の
中
に
は
、
製
作
技
法

上
注
目
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。

　
ま
と
め
ー
こ
れ
ら
調
査
の
結
果
か
ら
、
遺
構
1
は
遺
構
H
よ
り
新
し
く
、
1
は

H
の
後
に
建
て
替
え
ら
れ
た
も
の
と
．
判
明
し
た
。
さ
ら
に
、
ピ
ッ
ト
群
、
住
居
等
を

加
え
て
前
後
関
係
を
地
層
t
遺
物
等
の
関
連
で
比
較
検
討
し
て
い
く
と
、
こ
の
一
帯

の
変
遷
に
か
な
り
言
及
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
現
在
、
鋭
意
検
討
中
で
あ
り
、
近
く
報

告
書
を
刊
行
の
予
定
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
詳
し
く
ふ
れ
た
い
。

前
橋
市
の
文
化
財
保
護
行
政
に
つ
い
て
の
報
告

ー
文
化
財
保
護
行
政
の
充
実
の
た
め
に
ー

1
ま
え
が
、
き

最
近
、
わ
が
前
橋
市
に
お
け
る
文
化
財
保
護
の
事
業
は
飛
躍
的
な
発
展
を
と
げ
、

［8一



r
〆
　
　
　
、

市
民
の
文
化
財
に
対
す
る
関
心
も
年
を
追
っ
て
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
文
化
財
の
荒
廃
は
依
然
と
し
て
跡
を
絶
た
な
い
現
状
で
あ
り
、
一
方
、
各
種
開

．
発
に
伴
う
史
跡
・
埋
蔵
文
化
財
等
の
問
題
は
、
各
所
に
お
い
て
緊
急
な
解
決
を
迫
っ

て
い
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
か
け
が
え
の
な
い
文
化
財
を
永
く
後
世
に
保
存
す
る
と
と
も

に
、
こ
れ
を
活
用
し
て
文
化
の
創
造
に
役
立
て
る
こ
と
は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
市
民

に
課
せ
ら
れ
た
重
大
な
責
務
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
市
民
一
般
の
文
化
財
に
対

す
る
一
層
の
理
解
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
た
め
に
も
、
当
市
の
文
化

財
保
護
行
政
の
組
織
と
体
制
の
強
化
が
必
要
で
あ
る
。

豆
　
文
化
財
の
概
要

　
前
橋
に
は
七
〇
〇
基
以
上
も
の
古
墳
が
あ
る
。
こ
の
中
に
は
、
東
国
で
は
最
も
古

い
と
さ
れ
る
天
神
山
古
墳
か
ら
、
石
積
み
の
古
墳
と
し
て
全
国
的
に
も
稀
な
王
山
古

墳
や
、
総
社
・
天
川
そ
し
て
城
南
の
各
二
子
山
古
墳
を
経
て
、
終
末
期
古
墳
の
典
型

と
さ
れ
る
宝
塔
山
・
蛇
穴
山
古
墳
に
至
る
ま
で
、
各
時
期
の
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、

墳
丘
や
石
室
に
は
巨
大
な
も
の
が
あ
り
、
副
葬
品
に
も
優
秀
な
も
の
が
多
く
、
こ
の

地
が
東
国
文
化
発
祥
の
地
で
あ
り
、
古
く
か
ら
栄
え
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。　

こ
う
し
た
す
ぐ
れ
た
古
墳
文
化
を
背
景
と
し
た
こ
の
前
橋
は
、
そ
の
後
、
律
令
体

制
の
中
に
あ
っ
て
は
、
国
司
執
政
の
場
で
あ
る
「
国
府
」
設
置
の
処
と
な
り
、
東
国

雄
国
上
野
の
政
治
的
中
心
地
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
山
王
廃
寺
や
国
分
寺
な
ど
の
建

立
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
仏
教
文
化
の
華
が
咲
ぎ
ほ
こ
り
、
そ
れ
ら
に
関
連
す
る

文
化
財
が
今
日
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
山
王
廃
寺
の
根
巻
石
や
石
製
鴉

尾
な
ど
は
、
全
国
的
に
も
稀
な
も
の
で
あ
り
、
国
の
文
化
財
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
埋
蔵
文
化
財
の
数
も
多
く
、
現
在
、
遺
跡
台
帳
に
登
載
さ
れ
て
い
る
も

の
だ
け
で
も
三
二
四
件
に
も
達
し
て
い
る
。
勿
論
こ
の
数
は
実
数
で
は
な
く
傾
向
を

示
す
も
の
で
あ
り
、
利
根
川
現
氾
濫
原
や
広
瀬
川
低
地
面
を
除
く
他
の
全
地
域
に
出

土
品
の
散
布
が
み
ら
れ
、
ま
さ
に
、
前
橋
市
は
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
の
上
に
成
立
し

て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
中
で
、
最
近
発
掘
調
査
さ
れ
た
芳

賀
北
部
団
地
遺
跡
は
、
当
時
の
社
会
・
政
治
組
織
の
一
つ
で
あ
る
「
郷
」
の
存
在
を

思
わ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
地
方
政
治
組
織
や
民
衆
の
生
活
を
知
る
う
え
で
貴
重
で
あ

る
。　

く
だ
っ
て
、
平
安
時
代
の
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
、
現
世
利
益
を
求
め
る
仏
教

が
、
こ
の
前
橋
地
域
に
お
い
て
も
、
し
だ
い
に
民
衆
の
間
に
侵
透
し
、
県
指
定
重
要

文
化
財
日
輪
寺
の
十
一
面
観
音
像
や
、
国
指
定
重
要
文
化
財
善
勝
寺
の
鉄
造
阿
弥
陀

如
来
像
が
造
立
ざ
れ
る
一
方
、
各
所
に
板
碑
な
ど
の
金
石
文
化
財
が
盛
ん
に
造
ら

れ
、
そ
の
数
は
、
現
在
、
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
も
二
〇
〇
点
に
達
し
、
繁

栄
の
様
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
現
在
の
前
橋
市
が
城
下
町
と
し
て
整
っ
た
の
は
、
関
東
が
徳
川
家
康
の
手
に
入
っ

て
か
ら
の
こ
と
で
厩
橋
（
前
橋
）
城
は
、
江
戸
を
守
る
重
要
な
”
砦
”
と
し
て
、
徳

川
家
の
一
族
や
譜
代
大
名
で
あ
る
平
岩
親
吉
・
酒
井
重
忠
・
松
平
朝
矩
ら
に
よ
っ
て

治
め
ら
れ
、
　
「
関
東
の
華
」
と
し
て
栄
え
た
。
こ
の
た
め
、
こ
の
前
橋
に
は
前
橋
城

跡
や
酒
井
家
累
代
の
墓
所
な
ど
数
々
の
史
跡
や
、
そ
れ
に
関
連
す
る
文
化
財
が
あ

り
、
更
に
は
、
庶
民
の
問
に
伝
承
さ
れ
た
神
楽
や
獅
子
舞
な
ど
無
形
文
化
財
や
民
俗

文
化
財
に
み
る
べ
き
も
の
が
多
い
っ

皿

文
化
財
の
保
存
に
つ
い
て

　
一
、
指
定
の
状
況

　
前
橋
市
で
は
昭
和
三
十
八
年
四
月
、
　
「
文
化
財
保
護
条
例
」
を
施
行
し
て
以
来
、

市
域
内
に
あ
る
文
化
財
の
う
ち
、
保
存
上
あ
る
い
は
活
用
上
、
そ
の
必
要
が
あ
る
柔

認
め
ら
れ
た
も
の
を
指
定
し
て
き
た
。
他
方
、
　
「
文
化
財
保
護
法
」
あ
る
い
は
「
群

馬
県
文
化
財
保
護
条
例
」
に
よ
る
指
定
も
年
々
増
加
し
、
現
在
、
前
橋
市
域
内
に

所
在
す
る
指
定
文
化
財
の
状
況
は
、
別
添
「
資
料
1
」
お
よ
び
次
頁
の
表
の
と
．
お
り

で
あ
る
。
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’



兇
睡
捌
重
　
要

文
化
財

重
　
要

美
術
品

史
跡

天
　
然

記
念
物

無
形

文
化
財

民
　
俗

文
化
財

計

国
指
定

三

六

一
〇

一

○

○

二
〇

県
指
定

一
五

○

四

○

○

○

一
九

市
指
定

三
一

○

六

○

七

二

四
六

計

四
九

六

二
〇

一

七

二

八
五

　
右
の
表
に
み
る
と
お
り
、
前
橋
市
域
内
の
指
定
文
化
財
の
総
数
は
八
五
件
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
、
市
指
定
物
件
は
四
六
件
で
、
そ
の
大
半
を
占
め
国
お
よ
び
県
指
定

物
件
に
比
し
て
多
い
の
が
目
だ
つ
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
高
崎
市
の
場
合
は
、
指
定

総
数
七
〇
件
中
、
市
指
定
数
は
四
二
件
で
あ
り
、
こ
れ
と
比
較
し
た
場
合
、
本
市
に

お
い
て
、
市
指
定
物
件
数
が
特
に
多
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
本
市
に
類
似

す
る
歴
史
的
環
境
に
あ
り
、
し
か
も
予
算
規
模
は
、
本
市
の
三
四
％
程
度
の
長
野
県

上
田
市
の
場
合
、
市
指
定
文
化
財
は
六
五
件
（
総
指
定
物
件
数
九
〇
件
）
で
あ
る
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
本
市
に
お
い
て
も
、
向
後
、
保
存
上
あ
る
い
は
活
用
上
そ
の
必
要

と
み
ら
れ
る
文
化
財
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
に
指
定
を
行
っ
て
い
く
方
針
で
あ
る
。

　
な
お
、
前
橋
市
に
お
け
る
市
条
例
に
よ
る
指
定
の
経
過
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。　

昭
和
三
十
九
年
度
ー
一
〇
件

　
昭
和
四
十
五
年
度
ー
　
四
件

　
昭
和
四
十
八
年
度
ー
一
四
件

　
昭
和
四
十
九
年
度
ー
　
六
件

　
昭
和
五
　
十
年
度
ー
一
二
件

　
こ
の
表
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
昭
和
四
十
八
年
度
以
降
、
毎
年
に
わ
た
っ
て

指
定
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
ま
た
、
そ
の
数
が
全
体
の
約
七
割
を
占
め
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
最
近
に
お
け
る
本
市
の
文
化
財
に
対
す
る
保
護
と
活

用
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
姿
勢
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　
二
、
標
識
・
説
明
板
等
設
置

　
文
化
財
保
護
お
よ
び
管
理
の
基
本
的
施
設
・
設
備
と
し
て
、
標
識
お
よ
び
説
明
板

等
が
あ
る
。
昭
和
二
十
九
年
七
月
に
施
行
さ
れ
た
「
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
標
識
等

設
置
基
準
規
則
」
あ
る
い
は
、
　
「
群
馬
県
文
化
財
保
護
条
例
施
行
規
則
」
第
四
条
に

お
い
て
は
、
指
定
さ
れ
た
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
標
識

及
び
説
明
板
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
あ
る
。
ま
た
、
前
橋
市
文
化
財
保
護

条
例
施
行
規
則
第
七
条
で
も
「
指
定
文
化
財
の
標
識
及
び
説
明
板
は
、
教
育
委
員
会

又
は
所
有
者
が
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
し
、
そ
の
設
置
を
義
務
づ
け
て
い
る
。

　
施
行
規
則
等
に
み
る
ま
で
も
な
く
、
標
識
や
説
明
板
等
の
設
置
は
、
保
護
管
理
上

必
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
活
用
上
も
不
可
欠
な
施
設
・
設
備
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
れ
ら
は
、
付
随
す
る
施
設
・
設
備
が
あ
る
案
内
板
・
ゴ
ミ
箱
等
と
合
わ
せ

て
、
国
・
県
・
市
の
指
定
区
別
・
あ
る
い
は
史
跡
・
名
勝
・
天
然
記
然
物
そ
し
て
重

要
文
化
財
等
の
種
別
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
設
置
は
、
前
橋
市
域
の
文
化
財

を
理
解
さ
せ
、
ひ
い
て
は
、
活
用
と
保
護
を
計
る
た
め
の
必
須
の
要
件
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
市
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
標
識
・
説
明
板
・
案
内
板
・
ゴ
ミ
箱
等
の

設
置
状
況
は
、
別
添
「
資
料
2
」
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
四
十
五
年
度
以

降
の
設
置
経
過
は
、
経
費
の
面
か
ら
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
昭
和
四
十
五
年
度
ー
　
二
八
、
○
O
O
円

　
昭
和
四
十
六
年
度
ー
　
九
六
、
O
O
O
円

　
昭
和
四
十
七
年
度
ー
　
七
五
、
○
O
O
円

　
昭
和
四
十
八
年
度
－
　
五
九
、
○
O
O
円

　
昭
和
四
十
九
年
度
ー
三
八
一
、
○
○
○
円

　
昭
和
五
　
十
年
度
ー
三
五
〇
、
O
O
O
円

　
昭
和
五
十
一
年
度
ー
三
五
〇
、
O
O
O
円

　
右
記
に
み
る
よ
う
に
文
化
財
保
護
係
が
新
設
さ
れ
た
昭
和
四
十
九
年
以
降
、
急
速

に
設
置
の
た
め
の
経
費
が
増
大
し
、
設
置
件
数
も
飛
躍
的
に
増
加
し
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
充
足
率
は
、
次
に
み
る
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
今
後
設
置
の
年
次
計
画
を

一m「



作
製
し
、

早
急
に
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す
べ
く
努
力
し
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い
σ
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三
、
荒
廃
と
保
存
事
業

　
文
化
財
は
荒
廃
や
殿
損
の
な
い
よ
う
充
分
に
管
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
そ
の
実
際
は
、
自
然
あ
る
い
は
人
為
的
な
原
因
に
よ
る
荒
廃
と
殻
損
・
滅
失

の
現
象
が
跡
を
絶
た
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
文
化
財
保
護
法
で
は
、

第
三
十
四
条
の
二
に
お
い
て
「
重
要
文
化
財
の
修
理
は
、
所
有
者
が
行
う
も
の
と
す

る
。
但
し
、
管
理
団
体
が
あ
る
場
合
は
、
管
理
団
体
が
行
う
も
の
と
す
る
。
」
と
し
、

ま
た
、
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
に
お
い
て
は
、
第
七
条
の
二
に
お
い
て
「
文
化
庁
長

官
は
、
適
当
な
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
法
人
を
指
定
し
て
、
当
該
史
跡
名
勝
天
然

記
念
物
の
保
存
の
た
め
必
要
な
管
理
及
び
復
旧
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ

る
。
こ
れ
を
受
け
て
群
馬
県
文
化
財
保
護
条
例
は
、
重
要
文
化
財
又
は
史
跡
名
勝
天

然
記
念
物
が
滅
失
・
殻
損
し
た
場
合
、
速
や
か
な
届
出
を
義
務
づ
け
る
と
と
も
に

（
第
八
条
）
、
所
有
者
又
は
管
理
者
に
そ
の
修
理
若
し
く
は
復
旧
に
関
す
る
勧
告
が

で
き
る
旨
を
定
め
て
い
る
（
第
十
一
条
）
σ
又
、
前
橋
市
文
化
財
保
護
条
例
に
お
い

て
は
、
第
五
条
に
お
い
て
、
　
「
指
定
さ
れ
た
文
化
財
の
管
理
ま
た
は
修
理
若
し
く
は

復
旧
は
、
所
有
者
ま
た
は
管
理
責
任
者
に
お
い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
」
と
し
、
管

理
ま
た
は
修
理
復
旧
等
の
責
任
に
つ
い
て
明
記
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
法
的
根
拠
と
文
化
財
の
あ
る
べ
き
姿
に
立
脚
し
て
、
前
橋
市
で
は
、
文

化
財
の
環
境
整
備
・
保
存
修
理
事
業
を
実
施
し
今
日
に
至
っ
て
い
る
が
、
特
に
昭
和

五
十
年
度
に
お
け
る
環
境
整
備
な
ら
び
に
保
存
修
理
事
業
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
蛇
穴
山
古
墳

　
本
墳
は
、
一
辺
約
三
九
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
六
メ
ー
ト
ル
程
の
古
墳
で
あ
る
が
、

石
室
は
戯
石
に
よ
っ
て
釘
組
積
に
構
築
さ
れ
、
そ
の
技
法
は
稀
に
み
る
優
秀
な
も

の
で
、
終
末
期
古
墳
の
典
型
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
、
昭
和
四
十
九
年
国
指
定
の

史
跡
に
認
定
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
現
状
は
、
石
室
入
口
の
上
部
及
び
西
側
の
積
石
が
崩
れ
、
墳
丘

周
囲
の
崩
落
も
ま
た
著
し
く
な
り
原
形
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
加
え
て
、
そ
の

立
地
か
ら
児
童
・
生
徒
に
危
険
を
及
ぼ
す
恐
れ
も
生
じ
て
き
た
。

　
よ
っ
て
、
国
お
よ
び
県
の
補
助
金
を
得
て
、
石
室
入
口
の
整
備
・
墳
丘
崩
落
部

の
復
元
・
囲
棚
工
事
標
識
及
び
説
明
板
の
設
置
な
ど
を
実
施
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
額
　
三
、
四
六
五
、
O
O
O
円
）

⑧
　
上
泉
郷
蔵

　
郷
蔵
は
江
戸
時
代
に
備
荒
・
貯
蓄
の
た
め
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
存

す
る
例
は
悲
常
に
少
な
い
。

　
上
泉
郷
蔵
は
寛
政
年
間
に
建
て
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
近
年
、
壁
の
破
損

が
著
し
く
、
危
険
性
も
増
し
、
か
つ
美
観
も
そ
こ
ね
て
き
た
。
今
日
の
保
存
整
理

は
、
県
費
補
助
を
得
て
、
北
壁
を
除
く
三
面
の
壁
を
全
面
的
に
塗
り
か
え
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
額
　
二
、
二
五
八
、
○
○
○
円
）

⑥
　
王
山
古
墳

　
王
山
古
墳
は
、
後
円
部
の
墳
丘
部
は
全
部
川
原
石
に
よ
っ
て
築
か
れ
、
そ
の
表

「
η

「



面
も
全
面
的
に
み
ご
と
に
積
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
平
面
形
は
一
定
の
規
準

尺
度
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
幾
何
学
的
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、
全
国
的
に
稀
に
み

る
積
石
塚
の
形
態
を
今
日
に
伝
え
て
お
り
貴
重
な
文
化
財
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
王
山
古
墳
は
、
こ
の
度
、
児
童
史
跡
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
、
都
市
計
画
部
公
園
緑
地
課
に
よ
る
事
業
が
開
始
さ
れ
た
。

完
成
は
五
十
一
年
度
内
と
さ
れ
て
い
る
。

　
五
十
一
年
度
の
保
存
事
業
は
、
総
額
は
三
、
五
八
五
、
六
〇
〇
円
で
五
十
年
度
に

比
較
す
る
と
、
・
予
算
的
規
模
は
減
少
し
て
い
る
。
し
か
し
、
件
数
は
、
逆
に
増
加
し

て
六
件
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
保
存
事
業
が
よ
り
き
め
細
か
な
面
に
ま
で

及
ん
で
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
概
要
を
記
す
と
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

　
ω
　
天
然
記
念
物
　
岩
神
の
飛
石
の
保
存
施
設

　
　
岩
神
の
飛
石
は
、
今
日
の
前
橋
地
形
形
成
の
歴
史
と
自
然
力
の
偉
大
さ
を
示
す

　
巨
大
な
記
念
物
で
、
昭
和
十
三
年
国
指
定
の
天
然
記
念
物
に
認
定
さ
れ
た
も
の
で

　
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
標
識
等
設
置
基
準
規
則
の
第
六
条
に

　
よ
る
と
、
囲
棚
等
の
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
現
状
は
、

　
囲
棚
は
全
く
な
く
指
定
地
の
範
囲
が
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
た
め
、
指
定
地
の
一

　
部
が
、
駐
車
場
と
な
る
等
、
保
存
上
あ
る
い
は
管
理
上
問
題
と
な
っ
て
い
た
。

　
　
こ
の
た
め
、
保
存
施
設
と
し
て
囲
棚
を
新
設
す
る
と
共
に
標
識
お
よ
び
説
明
板

　
を
国
庫
及
び
県
費
補
助
を
受
け
て
新
設
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
額
　
六
五
〇
、
○
○
○
円
）

　
ω
　
山
王
塔
跡
保
存
施
設
改
築
工
事

　
　
山
王
塔
跡
は
、
山
王
廃
寺
跡
の
中
心
的
存
在
で
あ
り
、
更
に
、
中
心
礎
石
は
そ

　
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
発
見
は
、
大
正
年
間
の
ご
と
で
あ
り
、
同
十

　
年
に
は
発
掘
調
査
さ
れ
、
東
西
約
二
、
八
メ
ー
ト
ル
南
北
約
二
、
五
メ
ー
ト
ル
、

　
厚
さ
一
、
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
巨
大
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
礎
石

　
上
面
は
平
ら
に
削
ら
れ
、
中
央
に
は
二
段
か
ら
な
る
舎
利
孔
が
あ
り
、
更
に
そ
の

周
囲
に
は
環
状
と
放
射
状
の
浅
い
溝
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
奈
良
薬
師
等
の
西
塔
中

心
礎
石
に
比
較
し
て
も
遜
色
の
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
に
よ
り
、

こ
の
中
心
礎
石
を
含
む
塔
跡
は
、
昭
和
三
年
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
、
中
心
礎
石

は
、
覆
屋
が
架
せ
ら
れ
保
存
と
活
用
が
計
ら
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
覆
屋
は
近
年
、
柱
の
部
分
が
腐
蝕
し
、
屋
根
も
ま
た
大
分
痛

み
、
保
存
施
設
と
し
て
の
機
能
を
損
う
の
み
か
危
険
性
を
増
し
て
ぎ
た
。
今
回
の

保
存
施
設
の
改
築
工
事
は
、
国
庫
及
び
県
費
補
助
を
受
け
て
、
そ
の
覆
屋
を
全
面

的
に
改
修
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
額
　
二
、
五
〇
〇
、
O
O
O
円
）

⑧
　
中
川
小
学
校
石
棺
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
修
理

　
中
川
小
校
庭
に
所
在
す
る
石
棺
は
、
旧
高
田
町
の
「
カ
・
ウ
ト
山
古
墳
」
か
ら

発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
大
正
二
年
頃
、
カ
・
ウ
ト
山
古
墳
平
坦
化
す
る

際
、
教
育
資
料
に
と
現
在
地
に
移
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
現
在
、
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
棺
の
身
の
部
分
だ
け
で
そ
れ
は
、
凝
灰
岩

の
巨
石
を
も
っ
て
中
を
劇
り
ぬ
き
、
外
側
を
箱
状
に
整
え
た
も
の
で
、
全
長
は
約

ニ
メ
ー
ト
ル
〇
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
約
一
メ
ー
ト
ル
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

、
高
さ
は
現
存
す
る
最
高
部
分
で
七
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
数
え
る
。

　
蓋
の
部
分
を
欠
く
た
め
そ
の
全
貌
は
明
ち
か
で
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
家
形
石
棺

と
よ
ば
れ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
も
の
は
、
総
社
古
墳
群
中
の
愛
宕

山
古
墳
お
よ
び
宝
塔
山
古
墳
に
み
ら
れ
る
が
他
に
例
に
な
く
、
古
墳
文
化
解
明
の

う
え
で
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

　
現
在
、
こ
の
保
存
は
、
中
川
小
校
庭
南
東
隅
に
ブ
・
ッ
ク
塀
の
囲
棚
の
中
に
置

か
れ
て
い
る
が
、
最
近
、
塀
の
損
傷
が
甚
し
い
。
こ
の
た
め
、
児
童
達
の
囲
柵
の

中
へ
の
出
入
が
自
由
で
あ
り
、
破
損
の
危
険
性
が
あ
る
ゆ
こ
の
た
め
前
橋
市
の
事

業
と
し
て
、
囲
枡
改
修
工
事
を
実
施
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
額
　
三
四
〇
、
○
○
○
円
）

㈲
前
二
子
・
後
二
子
古
墳
墳
丘
補
修
工
事

　
西
大
室
町
の
地
域
に
は
、
前
・
中
・
後
二
子
の
三
大
前
方
後
円
墳
が
並
列
す

「
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る
。
こ
れ
ら
三
古
墳
の
相
互
的
な
位
置
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
こ
と
が
指
摘
で

き
る
。

　
イ
、
北
か
ら
西
へ
三
〇
度
傾
い
て
一
直
線
上
に
並
列
す
る
。

　
ロ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
軸
は
、
東
方
に
延
長
す
る
と
一
点
で
交
わ
り
、
そ
の
角
度

　
　
は
等
し
い
。

　
ハ
、
各
古
墳
の
間
隔
は
、
前
二
子
と
中
二
子
は
高
麗
尺
（
一
尺
ロ
三
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
）
で
六
〇
〇
尺
、
中
二
子
と
後
二
子
は
、
同
じ
く
四
〇
〇
尺
で
そ
の
比

は
三
対
二
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
こ
れ
ら
三
古
墳
の
存
在
状
態
は
単
な
る
一
偶
然
の
結
果
と
は
思

え
な
い
要
素
が
あ
り
、
選
地
に
当
っ
て
、
何
ら
か
の
配
慮
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
他
方
、
前
二
子
・
後
二
子
古
墳
の
石
室
は
、
昭
和
初
年
村
民
に
よ
っ
て
発

掘
調
査
さ
れ
、
四
神
付
飾
土
器
（
国
指
定
重
要
美
術
品
）
な
ど
二
〇
〇
余
点
が
確

認
さ
れ
、
早
く
か
ら
全
国
的
に
も
著
名
と
な
り
、
昭
和
二
年
に
は
、
国
指
定
史
跡

と
認
定
さ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
前
・
後
両
二
子
古
墳
の
墳
丘
中
腹
に
は
、
石
室
の
玄
室
に
通
ず
る

盗
掘
孔
が
あ
り
、
中
で
も
、
前
二
子
古
墳
の
場
合
、
そ
の
大
き
さ
は
幅
ニ
メ
ー
ト

ル
、
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
十
メ
ー
ト
ル
に
も
達
し
、
こ
れ
が
盛
土
中
の
素
掘

孔
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
危
険
性
こ
の
上
も
な
い
。
こ
ケ
し
た
事
態
に
対
し
、
昭
和

五
十
年
度
に
お
い
て
は
、
杭
と
針
ガ
ネ
を
も
っ
て
閉
塞
し
た
が
、
最
近
、
こ
れ
が

破
ら
れ
、
再
び
人
の
出
入
の
痕
跡
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
年
度
は
市
費
六
万
円
を

も
っ
て
、
史
跡
保
存
と
危
険
性
の
防
止
の
た
め
に
盗
掘
孔
を
完
全
に
閉
塞
す
る
こ

と
と
し
た
。

⑤
　
室
塔
山
古
墳
囲
棚
補
修
工
事

　
国
指
定
史
跡
宝
塔
山
古
墳
は
、
一
辺
五
四
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
十
一
メ
ー
ト
ル
の

方
墳
で
あ
る
。
そ
の
南
面
中
腹
に
は
、
裁
石
切
組
積
の
横
穴
式
石
室
が
開
口
し
て

い
る
が
、
そ
の
精
巧
さ
は
本
県
随
一
、
全
国
的
に
も
稀
な
存
在
で
あ
る
。
構
築
の

時
期
は
、
七
三
〇
年
前
後
之
爲
れ
、
古
墳
文
化
か
ら
仏
教
文
化
へ
の
過
渡
期
の
も

の
と
し
て
、
考
古
学
の
研
究
上
は
勿
論
、
文
化
史
上
も
極
め
て
貴
重
な
資
料
で
あ

　
り
、
昭
和
二
年
に
国
指
定
史
跡
に
認
定
さ
れ
た
。

　
　
昭
和
四
十
五
年
に
は
国
庫
な
ら
び
に
県
費
補
助
を
受
け
て
、
石
室
前
庭
部
・
周

　
囲
石
垣
お
よ
び
石
垣
上
縁
部
に
フ
ェ
ン
ス
を
設
置
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
先
年
台
風

　
の
際
、
墳
丘
上
の
松
が
フ
ェ
ン
ス
上
に
倒
れ
、
フ
ェ
ン
ス
の
一
部
が
破
損
し
た

　
が
、
こ
れ
を
契
機
に
し
て
破
損
が
進
み
、
最
近
で
は
約
七
メ
ー
ト
ル
に
も
い
た
っ

　
た
。

　
　
こ
う
し
た
現
状
に
対
し
、
市
の
単
独
事
業
と
し
て
、
囲
棚
の
補
修
工
事
を
実
施

　
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
額
　
三
五
、
O
O
O
円
）

　
以
上
、
荒
廃
の
保
存
事
業
に
つ
い
て
記
し
た
が
、
こ
れ
ら
に
つ
－
い
て
留
意
点
・
問

題
点
を
、
特
に
記
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
イ
、
留
意
点

　
　
文
化
財
の
荒
廃
の
原
因
は
、
人
為
に
よ
る
場
合
と
、
自
然
に
よ
る
場
合
と
が
あ

　
る
。
し
か
し
、
そ
の
比
率
は
、
人
為
に
よ
る
場
合
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
。
し
た

　
が
っ
て
、
人
為
に
よ
る
荒
廃
を
防
止
し
な
い
以
上
、
い
く
ら
保
存
事
業
を
推
進
し

　
て
も
荒
廃
の
状
態
を
無
く
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
文
化
財
を
荒
廃

　
か
ら
守
る
に
は
、
文
化
を
荒
廃
さ
せ
な
い
「
文
化
財
を
大
切
に
す
る
こ
こ
ろ
」
を

　
涌
養
す
る
こ
と
が
、
各
種
の
保
存
事
業
に
も
増
し
て
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

　
て
、
そ
れ
は
、
後
に
記
す
文
化
財
の
活
用
と
も
深
い
関
連
を
も
っ
も
つ
も
の
で
あ

　
る
。

　
・
、
問
題
点

　
　
文
化
財
の
保
存
修
理
等
の
事
業
は
、
建
築
・
土
木
・
金
工
等
、
極
め
て
専
門
的

　
な
知
識
と
技
術
を
必
要
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
現
在
の
保
護
係
職
員
は
、
そ
う
し

　
た
仕
事
に
は
全
く
素
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
職
務
上
、
事
業
実
施
の
際
は
と
も
か

　
く
と
し
て
、
そ
の
整
備
．
計
画
の
段
階
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
専
門
的
な
仕
事
に

　
当
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
し
ば
し
ば
遭
遇
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
労
多
く

　
し
て
効
果
の
少
な
い
こ
と
が
多
い
。
行
政
効
果
を
高
め
る
た
め
に
、
専
門
家
へ
の

　
委
託
等
検
討
を
要
す
る
。
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四
、
管
理
と
清
掃

　
史
跡
等
の
文
化
財
は
周
到
に
管
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
や
し
く
も
雑
草

等
が
生
い
茂
り
、
　
「
前
橋
市
あ
き
地
の
環
境
管
理
に
関
す
る
条
例
」
　
（
草
刈
条
例
）

の
対
象
に
な
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
は
、
定
期
的
な

見
廻
り
と
除
草
等
を
含
ん
だ
清
掃
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
前
橋
市
に
所
在
す
る
多
く
の
史
跡
の
う
ち
、
国
有
国
指
定
の
史
跡
で
あ
る
天
川
二

子
山
古
墳
と
総
社
二
子
山
古
墳
に
つ
い
て
は
、
そ
の
管
理
と
清
掃
が
、
国
庫
補
助

（
補
助
率
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
）
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
各
古
墳

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
名
の
監
視
人
が
配
置
さ
れ
、
年
間
一
〇
四
日
を
限
度
と
し

て
巡
視
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
保
全
が
計
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
清
掃
に
つ
い
て
は
、

天
川
二
子
山
古
墳
に
つ
い
て
は
、
前
橋
市
の
連
合
青
年
団
が
、
総
社
二
子
山
古
墳
に

つ
い
て
は
、
総
社
史
跡
愛
存
会
が
草
刈
を
実
施
し
て
い
る
。

（
総
額
　
三
四
四
、
○
○
○
円
）

　
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
古
墳
に
つ
い
て
は
、
問
題
が
な
い
が
、
他
の
天
然
記
念

物
を
含
む
十
九
件
の
史
跡
に
つ
い
て
は
、
雑
草
、
空
ぎ
か
ん
、
紙
屑
等
の
こ
と
で
、

関
係
者
あ
る
い
は
市
民
か
ら
指
摘
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
に
対
し

て
、
文
化
財
保
護
係
で
は
、
極
力
パ
ト
・
ー
ル
を
行
な
い
、
少
規
模
の
清
掃
を
実
施

し
て
い
る
が
、
特
に
、
見
学
者
が
多
く
雑
草
の
繁
茂
期
に
当
る
六
月
～
十
月
の
期
間

は
発
掘
調
査
と
重
複
す
る
た
め
に
、
特
に
何
等
か
の
手
だ
て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。　

こ
の
た
め
、
昭
和
五
十
年
度
か
ら
史
跡
等
清
掃
事
業
人
夫
賃
を
予
算
化
し
、
特
に

問
題
と
な
る
史
跡
の
草
刈
を
行
っ
て
い
る
が
、
本
年
度
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な

計
画
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
前
・
中
・
後
三
古
墳
（
西
大
室
町
）
ー
約
三
〇
、
四
一
六
平
方
メ
ー
ト
ル

　
八
幡
山
古
墳
　
　
（
朝
倉
町
）
ー
二
、
六
六
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

　
宝
塔
山
古
墳
　
　
　
　
（
総
社
町
）
ー
　
　
二
、
九
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

　
前
橋
藩
主
酒
井
家
歴
代
墓
地

　
　
　
　
　
　
（
紅
雲
町
・
竜
海
院
）
ー
　
　
三
、
八
○
○
平
方
メ
ー
ト
ル

等
の
草
刈
人
夫
賃
一
〇
〇
人
分
と
し
て
、
総
額
二
九
五
、
○
○
○
円
、
ほ
か
に
除
草

剤
費
一
五
、
○
○
○
円
で
あ
る
。

　
勿
論
、
こ
の
計
画
は
、
該
当
史
跡
の
総
面
積
を
考
慮
す
る
と
、
　
「
焼
石
に
水
」
の

感
が
あ
り
、
充
分
で
は
な
い
。
不
足
の
点
は
地
域
住
民
あ
る
い
は
各
種
団
体
の
奉
仕

活
動
に
よ
り
、
カ
バ
ー
す
る
ほ
か
他
に
方
策
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
善
意
に

頼
る
行
政
は
自
ら
限
界
が
あ
り
、
年
々
、
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
他
方
、
教
育
委
員

会
で
管
理
す
る
土
地
は
増
加
し
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、
広
瀬
団
地
造
成
の
際
、
破
壊

を
禁
止
す
る
古
墳
と
認
定
さ
れ
た
六
基
の
古
墳
の
う
ち
、
金
冠
塚
古
墳
（
二
、
四
八

四
平
方
メ
ー
ト
ル
）
及
び
亀
塚
山
古
墳
（
二
、
四
〇
七
平
方
メ
ー
ト
ル
）
は
、
こ
の

程
、
同
地
区
の
宅
地
造
成
組
合
か
ら
前
橋
市
に
譲
与
さ
れ
、
そ
の
管
理
を
本
年
度
か

ら
教
育
委
員
会
で
引
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
、
史
跡
等
の
文
化
財
の
管
理
と
清
掃
は
、
国
所
有
国
指
定
の
文
化
財
二
件
に

つ
い
て
は
、
パ
ト
・
ー
ル
や
清
掃
の
実
施
な
ど
に
つ
い
て
、
今
後
、
充
分
な
実
施
体

制
を
整
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
五
、
史
跡
等
の
買
上

　
文
化
財
保
護
法
第
四
条
に
は
、
国
民
・
所
有
者
の
心
構
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
第
二
項
に
お
い
て
「
文
化
財
の
所
有
者
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
文
化
財
が

貴
重
な
国
民
的
財
産
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
こ
れ
を
公
共
の
た
め
に
大
切
に
保
存

す
る
と
と
も
に
、
で
き
る
だ
け
こ
れ
を
公
開
す
る
な
ど
、
そ
の
文
化
的
活
用
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
り
、
続
い
て
第
三
項
に
お
い
て
は
、
　
「
政
府
及
び
地

方
公
共
団
体
は
、
こ
の
法
律
の
執
行
に
当
っ
て
関
係
者
の
所
有
権
そ
の
他
の
財
産
権

を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
法
律
の
規
制
の
中

に
あ
っ
て
は
、
文
化
財
が
完
全
に
保
存
さ
れ
、
あ
る
い
は
活
用
さ
れ
る
た
め
の
具
体

的
な
手
段
と
し
て
は
、
文
化
財
を
公
有
す
る
し
か
な
い
。
特
に
史
跡
等
に
つ
い
て

は
、
買
上
に
よ
る
公
有
地
の
必
要
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
考
え
に
立
っ
て
、
本
市
教
育
委
会
で
は
、
昭
和
四
十
五
年
度
以
降
、
国

「
餌

［
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指
定
史
跡
・
前
二
子
・
中
二
子
・
後
二
子
古
墳
の
買
上
を
計
画
し
、
国
庫
補
助
を
申

請
し
て
き
た
が
、
本
年
度
、
国
の
方
針
を
決
定
し
、
前
二
子
古
墳
を
買
収
す
る
予
定

と
な
っ
た
。

　
買
収
の
対
象
と
な
る
前
二
子
古
墳
は
、
全
長
九
三
メ
ー
ト
ル
後
円
部
の
高
さ
十
三

メ
ー
ト
ル
の
堂
々
と
し
た
も
の
で
、
明
治
十
一
年
の
春
、
村
民
に
よ
っ
て
発
掘
さ
れ

た
が
、
』
こ
の
こ
と
は
、
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
外
交
官
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ー
に
よ
り
母

国
の
学
術
雑
誌
に
紹
介
さ
れ
、
そ
の
存
在
は
い
ち
早
く
海
外
に
知
れ
わ
た
っ
た
。
発

掘
さ
れ
た
石
室
は
、
全
長
十
四
メ
ー
ト
ル
に
も
達
し
そ
の
長
大
さ
は
県
内
屈
指
で
あ

る
。
ま
た
、
発
見
さ
れ
た
遺
物
は
四
神
付
飾
土
器
（
重
要
美
術
品
）
を
は
じ
め
と
し

て
、
ー
二
〇
〇
余
点
に
も
達
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
城
南
三
古
墳
の
中
で
は
特
に
著
名

で
あ
り
、
他
に
中
・
後
二
子
古
墳
と
共
に
昭
和
二
年
国
指
定
史
跡
に
認
定
さ
れ
た
。

　
な
お
、
こ
の
買
上
は
、
と
り
あ
え
ず
史
跡
指
定
範
囲
一
〇
九
五
六
・
二
四
平
方
メ

ー
ト
ル
（
宅
地
二
筆
・
畑
二
筆
・
山
林
二
筆
・
原
野
一
筆
・
地
権
者
六
名
）
を
昭
和

五
十
一
年
度
事
業
と
し
て
買
上
げ
べ
く
検
討
中
で
あ
る
。

W
　
文
化
財
の
活
用
に
つ
い
て

　
一
、
郷
土
芸
能
大
会
、

　
江
戸
時
代
に
前
橋
藩
の
城
下
町
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
地
で
あ
っ
た
現
在

の
前
橋
に
は
、
神
楽
や
獅
子
舞
な
ど
無
形
・
民
俗
文
化
財
に
も
み
る
べ
き
も
の
が
あ

る
。
ヒ
う
し
た
無
形
民
俗
文
化
財
を
積
極
的
に
発
掘
・
継
承
し
、
新
た
な
文
化
の
創

造
を
は
か
る
の
も
、
現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
現
代
人
の
責
務
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
観
点
に
た
つ
て
、
前
橋
市
教
育
委
員
会
で
は
、
昭
和
四
十
八
年
度
以
降

毎
年
郷
土
芸
能
大
会
を
開
催
し
．
本
年
度
、
第
四
回
大
会
を
迎
え
る
に
至
っ
た
。

　
こ
れ
ま
で
に
紹
介
さ
れ
た
芸
能
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

昭
和
四
十
八
年
度
大
会

「
、
産
泰
神
社
太
々
神
楽
…
…
…
－
－
産
泰
神
社
神
楽
保
存
会

二
、

三
、

四
、

五
、

六
、

七
、

八
、

九
、

十
、

田
植
唄
…
…
…
…
…
…
・
…
－

麦
打
唄
…
…
…
…
…
：
：
・
・
…
：

道
化
芝
居
弥
次
喜
多
道
中
記
－

盆
踊
唄
稲
荷
藤
節
…
…
…
…
－

片
貝
神
社
太
々
神
楽
…
…
…
－

糸
ひ
ぎ
唄
…
…
…
…
…
…
・
…

野
郎
万
歳
…
…
・
…
…
…
…
・
・
－

角
田
甚
句
…
…
…
…
…
…
・
・
－

野
良
犬
獅
子
舞
…
…
…
…
…
－

昭
和
四
十
九
年
度

一
、
二
之
宮
赤
城
神
社
太
々
神
楽
－

二
、
伊
勢
音
頭
…
…
…
…
…
…
・
・
－

三
、
八
木
節
…
』
…
…
…
…
・
・
…
：

四
、
立
石
の
獅
子
舞
…
…
…
…
…
－

五
、
春
日
神
社
太
々
神
楽
…
…
…
－

六
、
祇
園
嘘
子
…
…
…
…
…
…
・
－
－

七
、
祭
文
唄
…
㌧
…
…
…
…
…
・
…
・
：

八
、
木
遣
唄
…
…
…
…
…
…
・
…
－

昭
和
五
十
年
度

一
、
二
之
宮
三
番
曳
…
…
…

二
、
、
田
植
唄
…
…
…
…
…
…

三
、
義
太
夫
…
…
…
…
…
・
…

四
、
糸
ひ
ぎ
唄
…
…
…
…
…

五
、
雷
電
神
社
太
々
神
楽
・
…

六
、
－
祇
園
難
子
…
…
…
…
…
・

七
」
獅
子
舞
…
：
：
…
：
－
．
…
・

・
…
東
片
貝
町
・
石
関
カ
ニ
・
村
田
正
己

…
鳥
取
町
・
平
林
林
平
他
三
名

…
泉
沢
町
・
須
藤
福
恵
・
須
藤
菊
水

…
泉
沢
町
・
小
沼
徳
三
郎
他
十
三
名

…
片
貝
神
社
神
楽
保
存
会

…
城
東
町
・
佐
々
木
光
氏
・
福
島
英
子

・
…
泉
沢
町
・
神
保
国
雄
・
須
藤
菊
水

・
…
下
長
磯
町
・
小
山
義
造

・
…
野
良
犬
獅
子
舞
保
存
会

…
二
之
宮
町
太
々
神
楽
保
存
会

…
泉
沢
町
・
小
沼
徳
三
郎

・
…
古
市
町
・
八
木
節
保
存
会

…
総
社
町
・
立
石
獅
子
舞
保
存
会

…
上
佐
鳥
町
・
太
々
神
楽
保
存
会

…
六
供
町
難
子
組

・
…
小
坂
子
町
・
大
野
西
松

…
由
口
町
・
古
谷
一
雄
・
青
木
次
男
他

－
…
…
…
二
之
宮
三
番
曳
保
存
会

…
…
…
－
東
大
室
町
・
田
中
八
千
代
他
二
名

…
…
…
：
千
代
田
町
・
十
日
会

…
…
…
：
三
河
町
・
片
貝
ミ
ヨ

…
：
…
…
雷
電
神
社
神
楽
保
存
会

…
－
…
…
青
柳
町
紙
園
保
存
会

－
…
…
・
－
上
泉
町
獅
子
舞
保
存
会

【
1
5「



八
、
八
木
節
－
…
…
i
…
…
－
ひ
…
…
…
小
坂
子
町
・
芳
謡
会

　
こ
れ
ら
二
十
六
件
は
、
何
れ
も
県
民
会
館
小
ホ
ー
ル
に
お
い
て
披
露
さ
れ
、
前
橋

市
に
伝
わ
る
民
俗
芸
能
の
豊
か
さ
を
市
民
に
深
く
認
識
さ
せ
た
。

　
五
十
一
年
度
大
会
は
、
こ
う
し
た
実
績
を
背
景
と
し
て
、
十
月
六
日
、
県
民
会
館

小
ホ
ー
ル
に
お
い
て
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
二
、
文
化
財
め
ぐ
り

　
市
民
と
し
て
の
誇
り
や
、
郷
土
へ
の
愛
情
は
、
郷
土
の
自
然
や
文
化
財
を
理
解
す

る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
ま
た
、
文
化
財
の
真
の
保
護
は
、
文
化
財
を
真
に
理
解
す
る

こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
前
橋
市
教
育
委
員
会

で
は
、
昭
和
四
十
五
年
度
か
ら
毎
年
文
化
財
め
ぐ
り
を
実
施
し
、
今
年
度
第
七
回
目

を
迎
え
て
い
る
。

　
こ
の
実
施
方
法
は
、
一
般
観
光
バ
ス
を
借
上
げ
、
市
街
地
を
中
心
に
し
て
、
東
・

西
・
南
・
北
の
各
方
面
に
地
域
を
別
け
、
指
定
文
化
財
を
中
心
に
見
学
を
行
な
い
、

時
に
隣
接
市
町
村
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
今
ま
で
は
参
加
費
は
無
料
で
あ
っ

た
。
何
れ
の
回
も
非
常
に
好
評
で
、
参
加
申
込
受
付
の
当
日
は
、
午
前
八
時
三
〇
分

が
受
付
の
開
始
時
間
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
七
時
前
後
か
ら
参
加
希
望
者
が
殺

到
し
受
付
開
始
時
間
を
待
た
ず
に
定
員
超
過
を
発
表
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
た

め
、
参
加
者
は
早
朝
申
込
に
来
ら
れ
る
一
部
の
人
に
限
ら
れ
、
し
だ
い
に
固
定
化

（
常
連
化
）
、
の
現
象
が
み
ら
れ
、
こ
う
し
た
現
象
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
の
余
地

が
あ
る
。

　
何
れ
に
し
ろ
、
市
民
の
文
化
財
め
ぐ
り
に
つ
い
て
の
関
心
は
高
い
も
の
が
あ
り
、

他
方
、
こ
の
事
業
は
文
化
財
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
の
あ
る
い
は
郷
土
を
見
直
す

絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
り
、
広
く
児
童
・
生
徒
を
含
め
た
一
般
市
民
の
文
化
財
学

習
を
な
す
べ
く
今
後
計
画
を
進
め
た
い
。

　
な
お
、
本
年
度
に
お
け
る
文
化
財
め
ぐ
り
は
、
十
月
に
実
施
す
る
こ
と
を
予
定
し

て
い
る
。

　
三
、
文
化
財
展
と
講
演
会
・

　
前
記
文
化
財
め
ぐ
り
は
、
日
時
に
制
約
が
あ
り
、
ま
た
定
員
に
も
限
度
が
あ
る
の

で
、
誰
で
も
が
自
由
に
参
加
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
配
慮
し

て
、
著
名
な
文
化
財
を
一
定
期
間
、
一
定
の
場
所
に
展
示
し
、
広
く
市
民
一
般
に
見

学
の
便
を
計
る
こ
と
も
又
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
ー

　
昭
和
五
十
年
に
お
い
て
は
、
市
立
図
書
館
と
の
共
催
の
形
で
、
一
十
月
二
十
日
～

十
一
月
十
七
日
ま
で
の
間
、
図
書
館
展
示
室
に
お
い
て
開
催
し
た
。
そ
の
内
容
は
、

文
化
財
保
護
係
が
中
心
と
な
っ
て
、
昭
和
四
十
八
年
五
月
か
ら
五
十
年
二
月
ま
で
の

約
ニ
ケ
年
に
わ
た
っ
て
、
発
掘
調
査
し
た
芳
賀
北
部
団
地
遺
跡
の
報
告
と
い
う
形
で

実
施
し
、
出
土
遺
物
約
一
〇
〇
点
と
関
連
写
真
三
十
枚
を
展
示
し
た
。
こ
の
見
学
者

数
は
、
図
書
館
の
調
べ
に
よ
る
と
、
三
、
五
五
五
名
を
数
え
、
か
っ
て
な
い
盛
況
で

あ
っ
た
。

　
な
お
、
こ
の
展
覧
会
開
催
中
、
芳
賀
北
部
団
地
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
会
（
講
演

会
）
も
実
施
し
、
芳
賀
北
部
団
地
遺
跡
に
つ
い
て
の
理
解
と
認
識
を
深
め
る
一
方
、

文
化
財
の
活
用
に
つ
い
て
の
新
し
い
道
を
開
く
な
ど
所
期
の
目
的
を
達
成
し
た
。

　
五
十
一
年
に
つ
い
て
は
、
方
法
と
し
て
は
昨
年
同
様
、
図
書
館
と
の
共
催
の
方
向

で
十
月
～
十
一
月
開
催
を
目
途
と
し
て
そ
の
内
容
を
検
討
中
で
あ
る
。

　
四
、
調
査
資
料
の
教
材
化

　
文
化
財
の
調
査
研
究
の
成
果
は
、
市
民
に
還
元
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特

に
、
現
在
、
郷
土
に
つ
い
て
直
接
学
習
中
の
児
童
・
生
徒
に
対
し
て
は
充
分
か
つ
速

や
か
に
還
元
さ
れ
る
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
考
え
方
に
立
っ
て
、
文
化
財
保
護
係
で
は
、
四
十
九
年
度
初
め
て
調
査

資
料
の
教
材
化
に
着
手
し
た
。
ま
ず
、
芳
賀
北
部
団
地
遺
跡
の
調
査
資
料
（
写
真
）

を
整
理
し
、
一
〇
〇
コ
マ
を
一
組
と
し
た
教
材
用
の
カ
ラ
ー
ス
ラ
イ
ド
五
組
と
、
そ

の
解
読
書
を
作
製
し
、
芳
賀
北
部
団
地
遺
跡
の
理
解
を
容
易
に
す
る
と
共
に
、
こ
れ

ら
を
通
じ
て
原
始
時
代
と
古
代
社
会
に
お
け
る
前
橋
の
文
化
的
様
相
を
具
体
的
に
明

ら
か
に
し
た
。
五
十
年
度
に
お
い
て
は
、
王
山
古
墳
の
調
査
資
料
を
中
心
に
、
市
内

一
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の
主
な
古
墳
の
資
料
を
整
理
し
て
二
五
コ
マ
を
一
組
と
し
た
カ
ラ
ー
ス
ラ
イ
ド
ニ

組
を
編
集
し
、
東
国
古
代
社
会
に
卓
越
し
た
前
橋
市
の
古
墳
文
化
に
つ
い
て
、
そ
の

大
筋
を
理
解
し
得
る
よ
う
な
教
材
を
作
製
し
た
。
五
十
一
年
度
に
お
い
て
は
、
五
十

年
度
の
編
集
し
た
古
墳
文
化
の
ス
ラ
イ
ド
の
解
説
を
作
製
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
な
お
、
貸
出
の
状
況
は
、
五
十
年
度
七
件
、
五
十
一
年
度
は
現
在
の
と
こ
ろ
一
件

で
あ
る
。
小
・
中
学
校
等
の
教
材
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
社
会
教
育
関
係
の
学
習
に

こ
の
活
用
が
望
ま
れ
る
。

　
五
、
文
化
財
調
査
報
告
書
の
発
行
．

　
前
橋
市
に
は
国
・
県
・
市
指
定
物
件
が
合
せ
て
八
五
件
も
あ
る
。
こ
う
し
た
多
く

の
指
定
物
件
の
う
ち
、
国
あ
る
い
は
県
指
定
物
件
等
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
そ
の

解
説
書
は
あ
る
が
、
そ
の
大
半
を
占
め
る
市
指
定
文
化
財
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
解

説
書
を
も
た
な
い
場
合
が
多
い
。
本
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
が
、
昭
和
四
十
五

年
度
以
降
毎
年
発
行
し
て
き
た
「
文
化
財
調
査
報
告
書
」
は
、
昭
和
四
十
五
年
度
版

を
除
い
て
、
こ
う
し
た
市
指
定
文
化
財
の
解
説
を
主
に
集
録
し
て
す
で
に
第
六
集
を

発
行
す
る
に
い
た
っ
た
。

　
第
六
集
は
、
昭
和
五
十
年
度
新
し
く
指
定
し
た
重
要
文
化
財
十
二
件
の
解
説
を
中

心
に
、
同
年
度
文
化
財
保
護
係
が
実
施
し
た
芳
賀
西
部
工
業
団
地
遺
跡
・
蛇
穴
山
古

墳
・
山
王
廃
寺
跡
の
発
掘
調
査
の
概
報
、
更
に
は
、
県
指
定
史
跡
上
泉
郷
蔵
の
保
存

修
理
の
記
録
等
を
集
録
し
た
。
発
行
総
部
数
は
六
〇
〇
部
で
そ
の
配
布
計
画
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

市
教
育
委
員
会
関
係
（
含
学
校
）

市
長
部
局
関
係

国
・
県
・
他
市
関
係

指
定
物
件
の
関
係
者

そ
の
他
協
力
者

保
　
　
存
　
　
用

　
　
　
計

一
一
六
部

　
二
四
部

　
一
八
部

　
　
八
部

　
一
〇
部

　
二
〇
部

二
五
六
部

残

部

三
四
四
部

　
残
部
三
四
四
に
つ
い
て
は
、
文
化
財
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
一
般
市
民
や
研
究
者

に
配
布
を
予
定
し
て
お
り
、
有
効
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

　
六
、
広
報
紙
「
ま
え
ば
し
」
に
よ
る
紹
介

　
一
号
に
つ
ぎ
七
万
数
千
部
を
発
行
し
、
し
か
も
、
前
橋
市
中
の
各
家
庭
に
配
布
さ

れ
る
広
報
「
ま
え
ば
し
」
は
、
文
化
財
を
一
般
市
民
に
紹
介
す
る
絶
好
の
機
会
で
も

あ
る
。
こ
の
た
め
、
文
化
財
保
護
係
で
は
毎
号
八
O
O
字
前
後
の
解
説
文
と
写
真
を

用
意
し
、
　
「
前
橋
の
文
化
財
め
ぐ
り
」
と
し
て
、
貴
重
な
紙
面
を
さ
い
て
い
た
だ
い

て
い
る
。
最
近
号
ま
で
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
上
泉
の
郷
蔵

二
、
十
一
面
観
世
音
像

三
、
伯
芽
弾
琴
鏡

四
、
蛇
穴
山
古
墳

五
、
上
野
国
分
寺
、

六
、
小
島
田
の
供
養
碑

七
、
阿
弥
陀
三
尊
画
像
板
碑

八
、
岩
神
の
飛
石

V

二
月
　
一
日
号

二
月
十
五
日
号

三
月
　
一
日
号

三
月
十
五
日
号

四
月
，
一
日
号

四
月
十
五
日
号

五
月
　
一
日
号

五
月
十
五
日
号

埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
調
査
に
つ
い
て

（
県
指
定
史
跡
）

（
県
指
定
重
要
文
化
財
）

（
市
指
定
重
要
文
化
財
）

（
国
指
定
史
跡
）

（
国
指
定
史
跡
）

（
市
指
定
重
要
文
化
財
）

（
市
指
定
重
要
文
化
財
）

（
国
指
定
天
然
記
念
物
）

　
一
、
昭
和
四
十
八
・
四
十
九
・
五
〇
年
度
の
発
掘
調
査

　
前
橋
市
教
育
委
員
会
で
は
、
昭
和
四
十
八
年
度
よ
り
次
の
よ
う
に
発
掘
調
査
を
進

め
て
い
る
。

①
　
芳
賀
北
部
団
地
遺
跡

　
所
在
地
　
前
橋
市
勝
沢
町
・
小
坂
子
町
・
嶺
町
地
内

｝
π

「



　
調
査
期
聞
　
　
着
手
　
昭
和
四
十
八
年
五
月
　
　
八
日

　
　
　
　
　
　
　
完
了
　
昭
和
五
　
十
年
二
月
二
十
八
日

　
調
査
費
総
額
　
　
四
〇
、
八
〇
六
、
〇
五
一
円

　
調
査
の
主
な
成
果

　
①
　
縄
文
文
化
関
係

　
　
イ
、
該
当
地
域
に
お
る
縄
文
文
化
の
生
活
内
容
と
集
落
の
立
地
、
さ
ら
に
そ

　
　
　
の
発
展
過
程
を
把
握
し
得
る
資
料
を
得
た
。

　
　
・
、
い
わ
ゆ
る
配
石
遺
構
の
在
り
方
を
把
握
し
た
。
ま
た
、
そ
こ
よ
り
出
土

　
　
　
す
る
遺
物
な
ど
か
ら
、
配
石
遺
構
の
性
格
の
一
面
を
解
明
す
る
こ
と
に
成

　
　
　
功
し
た
。

　
　
ハ
、
敷
石
住
居
跡
の
在
り
方
に
、
特
殊
性
の
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
一
般
住

　
　
　
居
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
②
　
奈
良
・
平
安
時
代

　
　
イ
、
二
三
一
戸
の
竪
穴
住
居
跡
を
発
掘
調
査
し
、
大
集
落
の
存
在
を
明
ら
か

　
　
　
に
し
た
。
ま
た
、
そ
の
在
り
方
か
ら
し
て
、
律
令
体
制
下
の
集
落
の
実
態

　
　
　
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

　
　
・
、
緑
粕
陶
器
・
灰
粕
陶
器
の
発
見
が
あ
り
、
そ
の
普
及
を
知
る
資
料
と
し

　
　
　
て
貴
重
で
あ
る
。

　
　
ハ
、
鉄
製
農
具
さ
ら
に
墨
書
土
器
の
発
見
は
そ
の
普
及
状
況
を
明
ら
か
に
し

　
　
　
て
お
り
、
地
方
文
化
の
発
展
段
階
を
知
る
う
え
で
貴
重
で
あ
る
。

勿（　
所
在
地
前
橋
市
総
社
町
総
社
一
〇
〇
の
一

　
調
査
期
間
　
着
手
　
昭
和
四
十
九
年
五
月
　
十
五
日

　
　
　
　
　
　
完
了
　
昭
和
四
十
九
年
七
月
二
十
五
日

　
調
査
費
総
額
　
七
、
九
〇
〇
、
O
O
O
円

　
調
査
の
主
な
成
果

　
①
　
墳
丘
の
一
部
を
墳
丘
構
築
時
の
状
況
に
再
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ

　
　
の
こ
と
か
ら
構
築
時
の
規
模
及
び
形
態
が
明
ら
か
と
な
り
、
ひ
い
て
は
、
設

　
　
計
・
基
準
尺
度
等
、
古
代
の
土
木
技
術
を
解
明
す
る
貴
重
な
資
料
を
得
る
こ

　
　
と
が
で
ぎ
た
。
，

　
②
　
墳
丘
後
円
部
は
、
総
て
石
で
積
ま
れ
、
そ
の
表
面
は
み
ご
と
に
積
ま
れ
て

　
　
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
本
格
的
な
「
積
石
塚
」
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

　
　
た
。
積
み
石
塚
は
北
朝
鮮
を
中
心
に
発
達
し
た
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
，
の
地
に

　
　
こ
う
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
彼
我
、
の
文
化
的
交
流
を
示
す
も
の
と
し
て

　
　
重
要
で
あ
る
。

　
③
．
後
円
部
ば
積
石
塚
の
形
態
を
と
る
が
、
前
方
部
は
通
常
の
も
の
と
み
ら
れ

　
　
る
が
、
そ
の
関
連
は
、
後
円
部
が
構
築
さ
れ
、
後
に
前
方
部
が
付
設
さ
れ
た

　
　
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
前
方
後
円
墳
の
成
立
の
側
面
を
示
す
も
の
と

　
　
し
て
注
目
さ
れ
る
。

⑧
　
山
王
廃
寺
跡
第
一
次
発
掘
調
査

㌧
髪
雲
｝
委
姿
菱
餐
糞
欝
睾
警
砧
き
髪
釣
庶
藍
蓄
南
墾
離
落
巽
峯
恋
島
憲
釜
、
隻
・
一
妻
．
蓼
．
．
侃
6
＄
、

　
所
在
地
前
橋
市
総
社
町
総
社
字
昌
楽
寺
廻
り
地
内

　
調
査
期
間
　
昭
和
四
十
九
年
七
月
二
十
二
日
～
九
月
六
日

　
調
査
費
総
額
　
四
、
九
〇
〇
、
O
O
O
円

　
調
査
の
主
な
成
果

　
①
　
推
定
寺
域
北
辺
部
の
調
査
に
お
い
て
、
建
築
物
の
基
礎
工
事
跡
及
び
掘
立

　
　
柱
の
柱
痕
が
確
認
さ
れ
、
こ
れ
が
位
置
的
な
関
連
か
ら
北
門
跡
と
み
ら
れ

　
　
る
。

　
②
　
推
定
寺
域
北
東
隅
部
の
調
査
に
お
い
て
、
金
箔
の
炭
化
し
た
仏
像
の
台
座

　
　
の
一
部
と
み
ら
れ
る
も
の
を
検
出
し
た
。

　
③
　
こ
れ
ら
に
よ
り
、
山
王
廃
寺
跡
は
、
塔
を
中
心
と
し
た
ほ
ぼ
二
町
四
方
の

　
　
寺
域
と
推
定
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

㈲
　
蛇
穴
山
古
墳

ー
魂
葦
、
蚕
　
地
諺
則
橋
市
総
社
町
総
社
一
八
八
七
の
二

　
調
査
期
間
昭
和
五
十
年
八
月
一
日
～
八
月
十
六
日

　
調
査
費
総
額
　
｝
、
二
〇
〇
き
○
○
○
円

　
調
査
の
主
な
成
果

「
侶

「



ず
t
、
、

　
①
　
従
来
、
径
約
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
円
墳
と
さ
れ
て
い
た
が
、
調
査
の
結
果
、

　
　
一
辺
約
三
九
メ
ー
ト
ル
の
方
墳
と
み
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。

　
②
　
石
室
及
び
そ
れ
に
続
く
前
庭
部
は
幾
何
学
的
に
構
築
さ
れ
て
お
り
、
一
尺

　
　
を
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
た
基
準
尺
度
の
使
用
が
考
え
ら
れ
る
。
又
、

　
　
墳
丘
は
、
一
尺
を
三
五
セ
ン
チ
メ
コ
ト
ル
と
し
た
尺
度
の
使
用
が
予
想
さ
れ

　
　
る
。

　
以
上
に
よ
り
、
総
社
町
に
は
本
県
に
は
数
少
な
い
方
墳
が
二
基
隣
接
し
て
存
在

　
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
考
古
学
あ
る
い
は
古
代
史
研
究
上
、
新
た
な
話

　
題
を
提
供
す
る
に
い
た
っ
た
。

⑤
　
芳
賀
西
部
工
業
団
地
遺
跡

　
所
在
地
前
橋
市
鳥
取
町
・
五
代
町
・
小
神
明
町
地
内

　
調
査
期
間
　
着
手
　
昭
和
五
十
年
　
五
月
　
　
八
日

　
　
　
　
　
　
　
完
了
　
昭
和
五
十
年
十
二
月
二
十
四
日

　
調
査
費
総
額
　
一
三
、
四
一
七
、
二
九
四
円

　
調
査
の
主
な
成
果

　
①
　
縄
文
文
化
関
係
で
は
、
竪
穴
住
居
七
戸
、
他
に
関
連
遺
構
三
箇
所
、
土
器

　
　
等
の
遺
物
コ
ン
テ
ナ
パ
ッ
ト
五
十
箱
を
得
た
が
、
こ
れ
ら
は
総
て
、
縄
文
文

　
　
化
前
期
に
属
し
、
前
橋
市
は
勿
論
、
県
下
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
調
査
例
は

　
　
珍
ら
し
く
整
理
の
結
果
が
期
待
さ
れ
る
。

　
②
　
古
墳
及
び
古
墳
跡
三
十
一
基
、
ほ
か
に
埴
輪
棺
直
葬
墓
を
調
査
し
た
が
、

　
　
こ
れ
ら
の
内
、
い
く
つ
か
は
、
円
形
周
溝
墓
と
も
み
ら
れ
、
古
墳
築
造
の
変

　
　
遷
を
み
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。

　
⑧
，
古
墳
又
は
古
墳
の
周
濠
部
に
は
榛
名
山
噴
火
の
際
の
火
山
灰
と
み
ら
れ
る

　
　
、
も
の
の
堆
積
が
み
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
古
墳
編
年
の
貴
重
な
資
料
と
考
え

　
　
ら
れ
る
。

⑥
　
山
王
廃
寺
第
二
次
発
掘
調
査

｝
き
塞
塞
尋
婁
き
逢
工
募
亭
彗
窪
隔
塞
2
覗
彗
q
露
窒
泓
牌
糞
鐘
哩
．
『
．
濠
肇
留
鳶
雫
摂
藩
協
ザ
．
、
、
う
、
・
、
叙
、
、
伊

　
所
、
在
　
地
　
前
橋
市
総
社
町
総
社
　
昌
楽
寺
廻
り
地
内

　
調
査
期
間
昭
和
五
十
年
八
月
十
、
八
月
～
八
月
三
十
一
日

調
査
費
総
額
一
、
■
○
○
○
、
○
○
○
円

調
査
の
主
な
成
果

①
　
推
定
金
堂
跡
に
隣
接
す
る
地
域
に
掘
立
柱
建
築
遺
構
の
柱
穴
と
み
ら
れ
る

　
ピ
ッ
ト
が
発
見
さ
れ
、
建
築
遺
構
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
。

②
　
三
戸
の
竪
穴
住
居
跡
が
確
認
さ
れ
、
寺
と
の
関
連
が
注
目
さ
れ
る
。
結
果

　
に
よ
っ
て
は
寺
の
変
遷
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
資
料
を
得
た
。

　
二
、
芳
賀
東
部
団
地
遺
跡
の
発
掘
調
査

　
前
橋
工
業
団
地
造
成
組
合
に
は
、
昭
和
五
十
一
年
度
か
ら
五
十
三
年
度
に
か
け
て

、
前
橋
市
小
坂
子
町
・
五
代
町
・
鳥
取
町
に
ま
た
が
る
約
四
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
土
地

に
団
地
を
造
成
す
る
計
画
が
あ
る
。

　
遺
跡
は
、
こ
の
団
地
造
成
地
内
に
あ
っ
て
、
そ
の
面
積
は
、
約
三
六
五
、
O
O
O

平
方
メ
ー
ト
ル
と
推
定
ざ
れ
呑
。
そ
の
現
状
は
、
主
に
畑
で
あ
る
が
、
マ
ッ
ピ
ン
グ

（
表
面
調
査
）
に
よ
れ
ば
、
全
地
域
に
わ
た
っ
て
縄
文
土
器
片
．
．
石
器
．
土
師
器
片

・
須
恵
器
片
等
の
散
布
が
み
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
に
調
査
を
実
施
し
た
芳
賀
西
部
な
ら

び
に
北
部
団
地
遺
跡
と
比
較
し
て
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
縄
文
文
化
と
古
墳
文
化
時
代

の
稀
に
み
る
大
遺
跡
と
予
想
さ
れ
る
。

　
こ
の
発
掘
調
査
の
方
法
は

　
一
、
造
成
予
定
地
内
全
域
に
二
十
メ
ー
ト
ル
間
隔
の
基
準
杭
を
設
定
す
る
。

　
二
、
ニ
メ
ー
ト
ル
×
ニ
メ
ー
ト
ル
の
ト
レ
ン
チ
（
試
掘
溝
）
を
六
メ
ー
ト
ル
間
隔

　
　
に
設
定
し
試
掘
を
行
な
う
。

　
三
、
試
掘
結
果
に
基
づ
き
ト
レ
ン
チ
を
拡
張
し
、
遺
構
の
全
容
を
明
ら
か
に
す

　
　
る
。

　
四
、
遺
構
な
ら
び
に
遺
物
の
写
真
撮
影
・
実
測
図
を
作
製
す
る
。
又
、
必
要
に
応

　
　
じ
て
保
存
処
理
等
を
行
な
う
。

　
五
、
遺
構
・
遺
物
の
保
存
方
法
を
検
討
す
る
。

　
そ
し
て
、
こ
み
実
施
計
画
と
し
て
は
か
現
在
の
ど
こ
ろ
試
掘
調
査
の
み
に
つ
い
て

　
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
大
要
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

一
伯

｝



　
　
・
調
査
経
費
　
二
五
、
四
〇
八
、
六
八
五
円

　
　
・
調
査
期
間
着
　
手
五
十
一
年
六
月
　
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
終
了
予
定
　
五
十
四
年
三
月
三
十
一
日

　
な
お
、
調
査
に
要
す
る
経
費
は
前
橋
工
業
団
地
造
成
組
合
で
負
担
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
実
施
さ
れ
る
と
、
期
間
中
、
文
化
財
保
護
係
職
員
は
、
全
員

発
掘
業
務
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
と
な
る
が
一
般
文
化
財
保
護
行
政
へ
の
支
障
が
な
い

よ
う
に
努
力
し
て
い
き
た
い
。

　
三
、
山
王
廃
寺
跡
の
発
掘
調
査

　
山
王
廃
寺
跡
は
、
白
鳳
時
代
の
寺
院
跡
と
い
わ
れ
て
い
る
。
塔
中
心
礎
石
・
根
巻

石
・
石
製
鵡
尾
・
緑
粕
水
瓶
・
塑
像
仏
頭
・
多
量
の
瓦
等
貴
重
な
遺
構
・
遺
物
を
出

土
さ
せ
、
全
国
的
に
も
注
目
を
浴
び
る
重
要
な
遺
跡
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
推
定
寺
域
内
の
大
半
は
宅
地
と
な
っ
て
お
り
、
北
の
部
分
は
畑
と
な
っ

て
い
る
。
近
年
、
こ
の
畑
地
の
宅
地
化
あ
る
い
は
土
地
改
良
事
業
な
ど
、
開
発
の
波

が
押
し
寄
せ
、
遺
跡
の
緊
急
な
保
存
対
策
が
望
ま
れ
て
い
る
。

　
発
掘
調
査
は
、
こ
う
し
た
開
発
事
業
進
展
の
中
に
あ
っ
て
、
寺
域
の
規
模
・
形
状

・
伽
藍
の
状
況
な
ど
を
把
握
し
、
山
王
廃
寺
の
性
格
を
究
明
し
、
今
後
の
保
護
・
活

用
上
の
施
策
を
た
て
る
こ
と
を
目
的
と
し
国
庫
及
び
県
費
補
助
を
受
け
て
昭
和
五
十

年
度
か
ら
十
年
計
画
を
立
て
て
、
発
掘
調
査
を
実
施
し
て
お
り
、
本
年
度
は
そ
の
二

年
次
に
あ
た
っ
て
い
る
。

　
今
年
度
の
発
掘
調
査
は
、
昨
年
度
の
調
査
に
引
き
続
き
、
心
礎
の
北
東
約
三
十
メ

ー
ト
ル
地
点
付
近
の
宅
地
及
び
畑
地
を
調
査
す
る
。
こ
の
地
は
、
既
に
礎
石
の
存
在

が
確
認
さ
れ
て
い
る
ほ
か
石
製
鵡
尾
の
出
土
な
ど
が
伝
え
ら
れ
、
金
堂
跡
と
推
定
さ

れ
る
場
所
で
あ
る
。

　
調
査
期
日
は
七
月
二
十
六
日
に
着
手
し
、
八
月
十
一
日
に
終
了
の
予
定
で
あ
る
。

調
査
経
費
は
現
形
測
量
調
査
費
含
め
て
、
総
額
二
、
○
○
○
、
○
○
○
円
で
あ
る
。

M
発
掘
調
査
資
料
の
整
理
と
報
告
書
の
作
成

　
発
掘
調
査
結
果
の
報
告
書
の
提
出
は
、
従
来
か
ら
発
掘
届
に
対
す
る
指
示
の
一
部

と
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
ほ
ど
、
文
化
財
保
護
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
発
掘
届
に
対

す
る
指
示
事
項
の
一
つ
と
し
て
規
定
上
明
ら
か
と
な
り
（
五
十
七
条
第
二
項
）
、
報

告
書
の
提
出
は
以
前
に
も
増
し
て
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
言
う
ま
で

も
な
く
、
発
掘
調
査
の
報
告
書
は
調
査
内
容
を
す
べ
て
網
羅
し
、
調
査
結
果
に
つ
い

て
の
学
術
的
考
察
を
つ
け
加
え
た
も
の
が
望
し
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
し

て
、
開
発
行
為
な
ど
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
い
わ
ゆ
る
記
録
保
存
を
目
的
と
し
た
発
掘

調
査
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
調
査
内
容
を
網
羅
し
、
学
術
的
考
察
を
つ
け
加
え
た
報
告
書
の
作
製

と
な
る
と
容
易
で
な
く
、
執
筆
に
先
が
け
て
、
資
料
整
理
は
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
の

資
料
整
理
を
含
む
執
筆
に
要
す
る
期
間
は
発
掘
調
査
に
費
し
た
期
間
の
数
倍
か
か
る

と
い
う
こ
と
は
常
識
と
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
組
織
的
に
あ
る
い
は
合
理
的
に
進
め
て

み
て
も
三
～
四
倍
の
期
間
が
必
要
と
さ
れ
る
。
事
実
、
現
在
、
わ
が
国
に
お
い
て
最

も
理
想
的
あ
る
い
は
、
基
本
的
発
掘
調
査
を
実
施
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
国
立
奈
良

文
化
財
研
究
所
に
よ
る
平
城
京
跡
の
調
査
は
、
単
年
度
の
事
業
の
場
合
、
年
間
発
掘

調
査
の
期
間
は
三
ヶ
月
程
度
と
し
、
他
の
期
間
は
資
料
整
理
及
び
執
筆
に
当
て
い
る

と
聞
い
て
い
る
。
何
れ
に
し
ろ
、
発
掘
調
査
は
現
場
に
お
け
る
発
掘
作
業
が
終
了
す

れ
ば
終
っ
た
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
調
査
記
録
や
出
土
遺
物
の
整
理
が
完
了
し
、
報

告
書
が
完
成
し
て
は
じ
め
て
完
了
を
み
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
う
し

た
あ
る
べ
ぎ
姿
に
対
し
て
、
実
際
に
は
発
掘
作
業
と
資
料
整
理
及
び
報
告
書
発
行
の

作
業
は
、
完
全
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。

　
昭
和
四
十
八
年
以
降
、
こ
れ
ま
で
前
橋
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
文
化
財
保
護

係
が
実
施
し
た
発
掘
調
査
に
伴
う
、
整
理
及
び
報
告
書
発
行
の
作
業
の
進
行
状
態
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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／
戸

ー
　
・

戸
・
r
r
、
、

【

遺
跡
名

資
料
整
理

報
告
書

備
　
　
　
　
　
考

遺
物
図
面
写
真
執
筆
出
版

芳
賀
北
部
団
地
遺
跡

○

△

△

×

×

四
十
八
年
五
月
～
五
〇
年
二
月
実

施
前
工
団
委
託
事
業

王
　
山
　
古
　
墳

○

△

△

×

×

四
十
九
年
五
月
～
四
十
九
年
七
月

実
施

山
王
廃
寺
跡
（
第
一
次
）

○

△

△

△

×

四
十
九
年
七
月
～
四
十
九
年

九
月
山
王
土
地
改
良
よ
り
委
託

蛇
穴
山
古
墳

○

○

○

○

○

五
〇
年
八
月
一
日
～
八
月
十
六
日

国
庫
補
助
事
業

山
王
廃
寺
跡
（
第
二
次
）

○

○

○

○

○

五
〇
年
八
月

国
庫
補
助
事
業

芳
賀
西
部
団
地
遺
跡

×

×

×

×

×

五
〇
年
五
月
八
日
～
十
二
月
二
十

四
日
前
工
団
委
託
事
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
印
　
完
了
　
　
△
印
　
一
部
完
了
　
　
×
印
　
未
完
了

　
昭
和
五
十
年
度
、
国
庫
並
び
に
県
費
補
助
を
得
て
実
施
し
た
蛇
穴
山
古
墳
・
山
王

廃
寺
跡
の
発
掘
調
査
を
除
い
て
、
一
部
完
了
あ
る
い
は
未
完
了
が
め
だ
つ
、
特
に
も

っ
と
も
期
日
を
費
や
す
執
筆
作
業
の
遅
れ
は
致
命
的
で
あ
る
。
執
筆
作
業
は
、
資
料

整
理
の
完
了
が
前
提
と
な
る
が
、
発
掘
作
業
に
直
接
関
与
し
た
人
で
な
い
と
で
き
な

い
作
業
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
人
が
じ
っ
く
り
執
筆
に
当
れ
る
よ
う
な

配
慮
が
必
要
で
あ
る
。

　
因
に
、
各
発
掘
調
査
遺
跡
の
資
料
整
理
・
報
告
書
発
行
に
要
す
る
期
日
に
つ
い

て
、
通
常
、
調
査
期
日
の
数
倍
と
さ
れ
る
が
、
最
低
の
基
準
で
あ
る
四
倍
と
し
て
試

算
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

調
査
期
日

資
料
整
理
・
執
筆
に

必
要
と
さ
れ
る
期
日

今
後
要
す
る
期
日

芳
賀
北
部
団
地
遺
跡

約
二
〇
ケ
月

八
○
ケ
月

四
〇
ケ
月

王
　
山
　
古
　
墳

約
二
八
○
日

九
ケ
月

五
ケ
月

山
王
廃
寺
（
第
一
次
）

四
六
日

六
ケ
月

ニ
ケ
月

芳
　
賀
　
西
　
部

工
業
団
地
遺
跡
■

約
一
八
○
日

二
四
ケ
月

二
四
ヶ
月

計

約
一
、
一
〇
六
日

二
九
ケ
月

七
一
ゲ
月
（
約
六
年
）

す
な
わ
ち
、
現
在
の
文
化
財
保
護
係
の
ス
タ
ッ
フ
で
、
今
後
、
新
た
な
発
掘
調
査

と
一
般
の
文
化
財
保
護
行
政
一
切
を
全
く
中
止
し
、
専
ら
、
整
理
・
執
筆
に
当
る
と

と
し
て
も
、
約
六
年
の
歳
月
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、

今
後
な
お
、
発
掘
調
査
は
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
一
般
の
文
化
財
保
護
行
政

も
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
に
、
今
年
度
も
六
月
よ
り
芳
賀
東
部
団
地
遺
跡
の

発
掘
調
査
が
開
始
さ
れ
、
保
護
と
活
用
の
た
め
の
一
般
の
文
化
財
保
護
行
政
も
進
展

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
態
の
中
に
あ
っ
て
、
前
橋
市
が
文
化
財
保
護
法
に
そ
っ
て

文
化
財
保
護
行
政
を
さ
ら
に
展
開
し
て
い
く
た
め
に
は
、
各
方
面
か
ら
の
更
に
検
討

を
加
え
、
適
切
な
保
護
行
政
を
展
開
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

W
　
前
橋
市
の
文
化
財
保
護
行
政
の
進
展

　
前
橋
市
の
文
化
財
保
護
行
政
は
、
こ
こ
数
年
、
飛
躍
的
な
発
展
を
と
げ
て
ぎ
た
。

そ
の
状
況
を
財
政
の
面
か
ら
み
る
と
、
別
添
「
資
料
3
」
に
み
る
と
お
り
で
あ
る
。

こ
れ
を
み
る
と
、
文
化
財
保
護
の
一
般
的
な
経
費
は
、
文
化
財
保
護
係
が
新
設
さ
れ

た
昭
和
四
十
九
年
か
ら
増
加
し
、
そ
の
指
数
は
四
十
五
年
度
を
一
〇
〇
と
し
た
場

合
、
四
十
九
年
度
は
三
二
〇
、
五
〇
年
度
は
四
九
一
、
そ
し
て
五
十
一
年
度
は
も

し
、
西
大
室
町
の
史
跡
前
二
子
古
墳
の
買
上
げ
が
実
現
す
れ
ば
、
一
九
一
〇
前
後
と

予
想
さ
れ
、
文
化
財
保
護
行
政
が
急
速
に
し
か
も
順
調
に
進
展
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
こ
う
し
た
文
化
財
保
護
行
政
の
一
般
的
経
費
と
は
別
に
、
前
橋
工
業
団
地

造
成
組
合
な
ど
か
ら
の
委
託
を
受
け
た
発
掘
調
査
費
は
、
四
十
八
年
度
か
ら
継
続
的

に
つ
け
ら
れ
、
そ
の
額
は
保
護
行
政
の
一
般
的
経
費
を
上
ま
わ
り
、
少
な
い
時
で
も

五
〇
年
度
の
約
一
、
四
〇
〇
万
円
、
多
い
時
は
四
十
九
年
度
の
約
三
、
○
○
○
万
円

に
も
達
し
て
い
る
。

　
文
化
財
保
護
の
た
め
の
一
般
的
経
費
と
委
託
を
受
け
た
発
掘
費
は
、
勿
論
、
事
務

処
理
上
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
が
、
事
業
を
実
施
す
る
文
化
財
保
護
係
に
と
っ
て

は
、
何
れ
も
大
切
な
事
業
で
あ
り
、
責
任
を
も
っ
て
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
文
化
財
保
護
係
が
実
際
年
間
に
消
化
す
る
経
費
は
、
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一
般
的
経
費
と
委
託
を
受
．
け
た
発
掘
調
査
の
総
額
を
み
る
と
、
年
度
別
増
加
は
、

十
五
年
を
一
〇
〇
と
し
た
場
合
の
指
数
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

『一

四

年
　
　
度

四
十
五

四
十
六

四
十
七

四
十
八

四
十
九

五
　
十

五
十
一

指
　
　
数

一
〇
〇

一
七
六

六
五

一
〇
七
一

一
七
七
八

一
工
ハ
ニ

一
六
七
四

倍
数
（
約
）

一

一
、
七

○
、
六
五

一
〇
、
七

一
七
、
八

二
、
六

一
六
、
七

年指

度数

四
十
五

一
〇
〇

四
十
六

一
七
六

四
十
七

　
六
五

四
十
八

一
〇
七
一

四
十
九

一
七
七
八

一
五
　
十

一
六
二

一一
五
十
一

一
六
七
四

　
こ
れ
を
み
る
と
、
発
掘
事
業
が
開
始
さ
れ
た
四
十
八
年
度
、
文
化
財
保
護
係
が
新

設
さ
れ
た
四
十
九
年
度
か
ら
の
急
激
な
伸
び
が
注
目
さ
れ
る
。

　
一
般
的
に
事
業
費
の
伸
び
は
、
そ
れ
に
関
す
る
行
政
の
進
展
を
物
語
っ
て
い
る
。

事
実
、
四
十
九
年
度
以
降
に
お
け
る
発
掘
調
査
を
含
め
た
、
文
化
財
保
護
係
職
員
を

中
心
と
し
た
文
化
財
保
護
の
た
め
の
業
務
に
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。

　
引
き
続
い
て
五
十
一
年
度
の
事
業
は
「
資
料
4
」
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
内

容
は
、
文
化
財
保
護
及
び
管
理
、
文
化
財
の
調
査
及
び
普
及
活
動
そ
し
て
、
発
掘
調

査
と
、
各
分
野
に
わ
た
っ
て
、
ま
す
ま
す
専
門
化
し
て
お
り
事
務
的
に
は
複
雑
化
を

み
な
が
ら
も
」
段
と
充
実
し
て
ぎ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
、
前
橋
市
の
文
化
財
保

護
は
、
市
当
局
な
ら
び
に
市
民
の
深
い
理
解
に
支
え
ら
れ
て
、
飛
躍
的
に
進
展
し
つ

つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

皿
　
文
化
財
保
護
行
政
の
課
題

　
本
市
の
文
化
財
保
護
事
業
は
、
埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
調
査
や
こ
れ
に
と
も
な
う
調

査
資
料
の
整
理
・
報
告
書
の
作
製
な
ど
、
多
く
の
仕
事
を
か
か
え
て
い
る
が
、
こ
れ

ば
か
り
で
な
く
、
出
土
品
の
整
理
・
復
元
・
保
存
・
そ
し
て
国
・
県
・
市
指
定
文
化

財
の
管
理
教
育
的
活
用
等
文
化
財
保
護
行
政
に
課
せ
ら
れ
た
仕
事
も
増
加
し
て
お

り
、
こ
れ
に
伴
っ
て
課
題
も
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
発
掘
調
査
を
み
て

も
芳
賀
東
部
団
地
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
本
年
六
月
か
ら
開
始
さ
れ
た
が
、
試
掘
調
査

だ
け
で
も
三
年
は
要
す
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
調
査
の
完
了
期
日
を
ど
こ

ま
で
短
縮
す
る
か
、
発
掘
調
査
や
作
業
員
の
稼
動
や
経
費
に
対
す
る
問
題
等
も
あ

る
。

　
ま
た
へ
す
で
に
発
掘
し
た
芳
賀
北
部
・
西
部
団
地
の
出
土
品
の
復
元
・
実
測
、
そ

し
て
、
こ
れ
ら
の
資
料
の
整
理
と
報
告
書
の
作
成
、
さ
ら
に
保
存
の
問
題
等
々
た
く

さ
ん
の
課
題
が
山
積
み
し
て
い
る
。
行
政
と
し
て
は
、
こ
の
課
題
を
一
つ
一
つ
解
決

し
、
適
切
な
保
護
行
政
を
推
進
す
る
こ
と
が
任
務
で
あ
り
使
命
で
あ
る
が
、
な
か
な

か
期
待
に
そ
え
が
た
い
現
状
に
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
昭
和
五
十
年
七
月
一
日
に
は
文
化
財
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
が
公
布
さ
れ
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
主
な
改
正
点
は
、

「
地
方
公
共
団
体
の
行
財
政
体
制
」
の
整
備
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
在
に
お
け
る
埋

蔵
文
化
財
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
財
保
護
問
題
に
対
し
、
都
道
府
県
や
市
町
村
の
保

護
行
政
が
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
役
割
と
そ
の
重
要
性
を
示
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
今
後
は
そ
の
役
割
が
一
層
強
化
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
開
発
事
業
が
広
域
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
文
化
財
保
護
行
政
に
対
す
る
諸

問
題
が
発
生
し
、
加
速
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
郷
土
資
料
館
の
建
設
に
つ
い
て
み
る
と
、
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
、
埋
蔵
物

が
発
見
さ
れ
た
場
合
、
発
掘
終
了
後
七
日
以
内
に
所
轄
警
察
署
に
差
し
出
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
遺
失
物
法
第
一
条
第
一
項
）
。
た
だ
し
発
見
物
は
性
格
上
、
学
術

的
な
整
理
研
究
の
必
要
が
あ
る
の
で
、
発
見
届
出
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
う
し
て
、
発
掘
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
遺
物
は
、
通
常
、
発
見
の
現
物

に
お
い
て
、
調
査
者
（
発
見
者
）
の
負
担
と
責
任
に
お
い
て
、
適
切
な
場
所
で
一
時

保
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
出
土
遺
物
は
、
後
日
文
化
財
と
し
て

の
認
定
を
受
け
る
と
、
そ
の
文
化
財
は
国
民
の
共
有
財
産
と
し
て
、
国
庫
に
帰
属
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
文
化
財
保
護
法
第
六
十
一
条
及
び
六
十
三
条
に
規

定
さ
れ
、
さ
ら
に
国
が
保
有
す
る
必
要
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
法
六
十
四
条

に
よ
り
、
調
査
者
（
発
見
者
）
に
譲
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
に
よ
り
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
出
土
遺
物
は
、
多
く
の
場
合
、
そ

の
調
査
者
が
、
一
時
保
管
に
つ
い
で
譲
与
を
受
け
て
保
管
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
記
す
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
に
処
置
さ
れ
た
埋
蔵
文
化
財
は
、
文
化
財
保
護

｝
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法
の
精
神
に
沿
っ
て
、
学
術
資
料
と
し
て
価
値
が
失
わ
れ
な
い
よ
う
に
管
理
体
制
の

完
備
さ
れ
た
公
共
機
関
に
お
い
て
、
一
括
保
存
さ
れ
、
新
し
い
文
化
創
造
の
た
め
に

充
分
に
活
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
前
橋
市
で
は
、
前
に
も
記
し
た
よ
う
に
昭
和
四
十
八
年
以
降
、
発
掘
調
査
が
毎
年

継
続
さ
れ
、
そ
の
出
土
遺
物
は
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
の
み
か
ん
箱
に
し
て
、
数
百
箱
に
も

達
し
て
い
る
。
従
来
、
こ
れ
ら
の
貴
重
な
資
料
は
、
若
宮
小
学
校
内
の
教
育
研
究
所

の
一
室
、
敷
島
浄
水
場
の
会
議
室
、
そ
し
て
旧
南
橘
公
民
館
と
教
育
資
料
館
三
階
展

示
室
、
あ
る
い
は
図
書
館
地
下
室
と
転
々
と
し
て
移
動
し
て
き
た
が
、
現
在
、
教
育

資
料
館
三
階
展
示
室
と
芳
賀
公
民
館
の
土
蔵
に
集
結
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
ら
の
整
理
・
復
元
作
業
と
研
究
は
、
教
育
資
料
館
三
階
展
示
室
に
お
い
て
、
細
々

と
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　
発
掘
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
埋
蔵
文
化
財
の
整
理
・
復
元
作
業
と
研
究
と
調
査
報

告
書
の
作
製
は
、
発
掘
調
査
事
業
の
一
部
で
あ
り
、
調
査
者
の
責
任
に
よ
り
で
き
る

だ
け
早
急
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
そ
れ
ら
の
保
管
は
、
調
査
者
の

責
任
に
お
い
て
、
管
理
体
制
の
完
備
さ
れ
た
公
共
機
関
に
お
い
て
適
切
に
な
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
も
記
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
現
在
、
文
化
庁
で
は
、
埋
蔵
文
化
財
の
調
査
研
究
・
出
土
品
の
整
理
保
存
処
理
、

発
掘
調
査
の
技
術
開
発
等
を
目
的
と
し
た
「
埋
蔵
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
」
の
構
想

を
明
ら
か
に
し
、
す
で
に
奈
良
県
に
は
、
国
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
が
建
設
さ

れ
、
高
槻
市
で
は
、
市
立
の
埋
蔵
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
が
計
画
さ
れ
つ
つ
あ
る
と

聞
い
て
い
る
。

　
本
市
に
お
い
て
も
、
、
こ
う
し
た
機
能
を
も
っ
た
施
設
が
早
急
に
必
要
で
あ
る
と
考

え
る
。

　
他
方
、
昭
和
三
十
六
年
、
水
道
会
館
の
竣
工
と
市
制
七
十
周
年
を
併
せ
記
念
す
る

た
め
に
、
前
橋
市
と
教
育
委
員
会
の
共
催
の
も
と
に
開
催
さ
れ
た
「
前
橋
郷
土
史
展

覧
会
」
に
出
品
さ
れ
た
文
化
財
は
、
そ
の
目
録
に
よ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
古
代
関
係
…
…
…
…
…
…
・
：
ゼ
・
…
…
…
五
六
件

　
　
　
中
世
関
係
…
・
…
・
．
・
．
噂
…
．
噂
：
：
・
．
．
噂
．
．
・
：
・
：
二
二
件

　
　
　
近
世
関
係
…
・
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
四
六
五
件

　
　
　
近
代
・
現
代
関
係
…
…
…
…
…
…
・
…
四
七
八
件

　
　
　
民
俗
関
係
・
…
…
…
：
…
－
：
・
・
…
…
：
D
…
一
七
二
件

で
あ
り
、
そ
の
総
数
は
一
一
九
三
件
に
も
達
し
、
そ
の
中
に
は
、
前
橋
市
の
歴
史
を

考
え
る
う
え
で
貴
重
な
も
の
が
数
々
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
後
、
そ
う
し
た
試

み
も
な
く
、
又
、
適
切
な
収
集
と
展
示
の
機
関
が
無
か
っ
た
た
め
、
そ
の
多
く
は
散

逸
・
流
出
し
現
在
、
再
び
あ
の
よ
う
な
展
覧
会
を
開
催
し
て
も
、
あ
れ
だ
け
の
文
化

財
を
一
堂
に
集
め
る
こ
と
は
困
難
と
さ
れ
て
い
る
。

　
前
橋
市
に
お
い
て
、
そ
れ
以
後
、
計
画
的
な
収
集
と
適
切
な
展
示
の
機
会
の
無
か

っ
た
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。
同
様
な
こ
と
は
、
前
橋
天
神
山
古
墳
の
出
土
品
に
つ
い

て
も
い
え
る
。
天
神
山
古
墳
は
、
東
国
最
古
の
古
墳
と
し
て
、
そ
の
副
葬
品
は
、
全

国
的
に
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
副
葬
品
も
、
前
橋
市
に
適
当
な
収
納
施

設
が
な
い
故
を
も
っ
て
、
遂
に
国
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
ま
こ
と
に
残

念
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
す
う
勢
の
中
に
あ
っ
て
、
当
前
橋
市
で
も
、
埋
蔵
文
化
財
保
護
セ
ン
タ

ー
の
機
能
を
も
ち
、
し
か
も
、
豊
か
な
史
跡
と
の
関
連
を
も
っ
た
前
橋
郷
土
資
料
館

の
建
設
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
現
状
に
立
っ
て
、
教
育
委
員
会
に
お
い
て
は
、
本
市
文
化
財
保
護
行

政
の
未
来
像
を
志
向
し
、
文
化
財
保
護
と
開
発
、
行
政
事
務
と
発
掘
、
調
査
作
業
、

保
存
と
活
用
、
人
的
物
的
面
と
の
関
連
と
調
和
を
は
か
る
た
め
に
多
面
的
な
角
度
か

ら
再
検
討
を
加
え
、
市
民
の
財
産
で
あ
る
有
形
・
無
形
文
化
財
の
文
化
的
価
値
を
高

め
、
市
民
文
化
の
向
上
や
郷
土
愛
の
育
成
に
役
立
つ
文
化
財
保
護
行
政
の
実
現
を
め

ざ
し
て
そ
の
充
実
・
強
化
に
一
段
と
努
力
を
傾
注
す
る
考
え
で
あ
る
。

以
　
あ
　
と
　
が
　
き

前
橋
市
に
文
化
財
保
護
係
が
新
設
さ
れ
て
二
年
が
経
過
し
た
が
、
こ
の
間
、
職
員

臆
発
掘
調
査
や
、
保
存
整
備
事
業
に
、
あ
る
い
は
文
化
財
の
活
用
等
献
身
的
な
努
力

［
2
3「



を
ば
ら
っ
て
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
α

　
こ
う
し
た
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
文
化
財
保
護
に
対
す
る
考
え
方
や
こ
れ
ま
で
に

実
施
し
て
き
た
諸
事
業
を
見
直
し
、
，
今
後
の
在
り
方
を
探
求
す
る
こ
と
は
、
重
要
な

こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
・
こ
れ
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て

は
、
「
他
の
仕
事
と
の
関
連
も
あ
っ
て
な
か
な
か
進
展
を
み
な
っ
か
た
た
め
、
今
に
お

よ
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ま
と
め
は
、
内
容
は
冗
長
で
あ
り
、
体
裁
は
は
な
は
だ
粗
末
で
充
分
で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
の
前
橋
市
の
文
化
財
保
護
行
政
の
実
態
と
、
今
後
あ
る
べ

き
考
え
方
の
一
端
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
の
で
こ
れ
を
基
底
と
し
て
、
本
市
の
文
化

財
保
護
行
政
に
専
念
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

　
　
昭
和
五
十
一
年
七
月
一
日

一
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資料 1 指定文化財所在地及び管理者等一覧

国指定

No. 指定物件名 所 在 地 i管 理 者 住 所 電 Z苦

1 鉄造阿弥陀如来座像 |端気町337 善勝寺 端気町337

2 上野園山王廃寺塔心柱根巻石|総社町総社2側
一

橋 市 大手町二丁目

3 土 イ寓 |紅(東雲京町一丁目物17-10 
国立博館) 紅雲町一丁目 17-10 1 

q上野国分寺跡 元総社町 群馬町・前橋市 大手町二丁目

51総社二子山古墳 総社町植野字 ! 
一子山368 前 橋 市 11 11 

6 天川二子山古墳 |文京町三丁目29 前 橋 市 11 1/ 

71前二子古墳 |西大室町二子山 前 橋 市| 11 11 

ー一
81中二子古墳 東大室町五料 前 橋 市 11 11 

9 後二子古墳附小古墳 |西大室町下柿訪 橋 市 | 11 11 

10 山王塔跡 総社町総社2408 前 橋 市 11 11 

11 宝塔山古墳 |総社町総社1606光巌寺

12 八幡山古墳 朝倉町若宮1334 前 橋 市 大手町二丁目

13 蛇穴山古墳
総社町総社1587

前 橋 市 11 11 
総社小前

14_1却の飛石 昭和町三丁目29-11 |前 橋 11 1 11 
〈重要美術品〉

No. 指定 物件名 所 在 地 管理者 住 所 |電 話

|西片貝児町童文臼化センタ一 橋 市 大手町二丁目

|総社町総社24ω |総社町総社. 
総社町総社2398 総社町総社2398

千代田町三丁目妙安寺 |千代田町三丁目

11 11 11 11 

11 1/ 。 11 

県指定

指定 物件名 所 在 地 |管理者 | 住 所 |電 話

21 十一面観世音像 |日輪寺町制 日輪寺町412

22 発 鍾 |千妙代安寺田町三丁目 千代田町三丁目

231下長磯三番史人形 |下長磯町稲荷神社

叶腕(銘喜翁藤原直胤〉 |城東町一丁目 11-17 |城東町一丁目 11-17

叶上野総社神社本殿一棟 |元総社町2377 |元総社町2377

26j短万(銘源左衛門尉信国〉 |千代田町三丁目 1シ10

- 25-



271万(筆:里親鯨鰐) 南町三丁目15-1 南町三丁目15-1

28 !脇差(銘・桜紋英義作〕 千代田町二丁目8-18 千代田町三丁目8-18

29 (喰品解太郎英義作之) 千代田町二丁目5-5 千代田町二丁目5-5

30 I短刀門於京都勝枝支払)1石倉町山 石倉町316

31 1なぎなた於東武英義作之 1/ 1/ 11 11 

321納曾利面 l二之宮町蹴赤城神社 |

~力団遺愛碑 l総社町総社1町 光巌寺 |総社町総社160

341石田玄圭の墓 総社町高井字tI~木263

ト351上泉郷倉附上泉古文書 |上泉町字宿1140

361前橋市天神山古墳 |後間町坊山 |前 橋 市 大手町二丁目

ナ神社鵬に 商 )
克総社町2377 | |元総社町n総社神社

総社本上野国神名帳 11 11 11 1/ 

391総社神社雲版 1/ 。 1/ 1/ 

市指定文化財

No. 指定物件名 所 在 地 管 理 者 住 所 電話

40 1文政四年天川原村分間絵図 文京町二丁目21 文京町二丁目21

41 文政四年前橋町絵図 本町二丁目 10-5 本町二丁目10-5

~大徳寺総門 |小相木町91 小相木町91

叶廃覚動寺宝塔 |公田町慨明院 公田町421

441カロウト古墳石棺 |ニ河町二中丁川|小目学校校塵 I中川小学校l三河町二丁目

ごと|典籍前橋藩主松平家記録
大手町二丁目12-i i前

市立図書館 橋 市 大手町二丁目

46 書跡・豊臣秀吉和歌短冊 千代田町三丁妙目安3寺 千代田町三丁目3

47 工芸品中啓伝狩野山楽筆 1/ " I! 1/ 

48 笠薬師端:接 問屋町稲荷神社境内

491前橋藩主酒井氏歴代墓地 紅雲町二丁目 紅雲町二丁目

叶前橋城車橋門跡 大手町二丁目 前 橋 市|大手町二丁目

51 1新田塚古墳 |上泉町新田塚2印 上泉町新田塚2694

52 上泉の獅子舞 上泉町935 諏訪神社

~二之宮の式三番受付伝授書 |二之宮町蹴赤城神社 !

54 総社神社太々神楽 |元総社町2377総社神社 元総社町2377

55 野良犬獅子舞 |清野町32-3

56 産泰神社太々神楽 |下大屋町56 産泰神社

57 松平藩主闘像 朝日町四丁目29-孝2顕4寺 |朝日町四丁目29-24

58 結城政勝画像 1/ 1/ 11 1/ 



59 酒井重忠画像 大手町三丁目 17-源2英2寺 |大手町三丁目17-22 1 
， 

60 1東福寺鰐口
|三河町丁目9-18

東福寺 三河町一丁目9-18

61 1小島田の供養碑 小島田町大門跡530 小島田町大門跡 528

62 大徳寺多宝塔 小相木町91 |小相木町91

631経塚古墳 |東善町経塚乙737

6~ 1 阿弥陀三胸像板碑 公田町421 乗明院 公田町421

651オプ塚古境 勝沢町420

661片貝神社太々神楽 西片貝町14印片貝神社

671東覚寺層塔 総社町総社1607光巌寺 |総社町総社1町

ω|日輪寺寛永の絵馬 日輪寺町412 日輪寺 日輪寺町412

691下村善太郎の墓 紅雲町二丁目 竜海院

叫産泰神社八捌 下大屋町569産泰神社

71 I泉沢の獅子舞 泉沢町44泉沢神社

721春日神社太々神楽 上佐馬町1120春1日
神社

73 稲荷藤節 泉沢町672

74 I慈照院千手観音座像 |二之宮町1811 慈照院 | |二之宮町1811

叶 伯牙弾糊 |本町二丁目円八幡宮|

76 光巌寺薬医門 |総社町総社1印6印O光巌寺 総社町総社1607

77 無量寿寺地蔵菩薩立像 |一之宮町甲76L量寿寺 | 二之宮町甲764

78 無量寿寺十一面観音立像 1/ 1/ /1 1/ . 
79 二之宮神社党親

こえ宮町886
二宮赤城神社

氏子代表

80 二之宮神社絵馬四枚 ‘ 11 11 11 11 

81 1前橋脚脱税繋道 しるべ珂11大島町1防 目U 橋 市|大手町二丁目

82[宝禅寺異型板碑 |上泉町1280 隼禅寺 |上泉町1捌

831山王の宝塔 |山王町464 山王町464

84 八幡宮文書一巻九通 !本町二丁肝2八幡宮

851前橋祇園祭礼絵巻二巻 |大手町二丁市目立12-1図書館 前 橋 市 大手町二丁目



資料 2 指定文化財の標識・説明板等の設置状況

No. 名 称 所 在 地 |管理者|良標l普 l不五捷 -1説 明 手石|王子4FEf蕉l ゴミ箱4無 良 普 陣 I ;釘」無 1必要

1 I (国〕上野園山王廃寺第心柱根巻石 |総社町総社2仰 |前 橋 市 101 )01 101 )010 
21 (国)山王塔跡 11 1/ 101 。 1010 
31 (国〉石製鴎尾 1/ 

|開 i 0) 。 )oj I 

41 (国)グ 総社町総社2398 l' j 101 0) 101 |ol| 
5 I (国)総社二子山古墳 総社町総社植野字二子山判前 橋 市 101 01 1 10 
6 I (国)宝塔山古墳 |総社町総社1悶 10) 10 101 010 
7 I (県〉力田遺愛碑 |総社町総社1断光巌寺 1/ 101 |文昨。明明 。 1 ) 
8 I (市〉東覚寺層塔 1/ 1/ 101 101 101 。
9 I (市)光巌寺薬医門 1/ 1/ 101 。 1 10 101 
10 (国)蛇穴山古墳 総社町総社1587 前 橋 市 101 101 1 1 101 1010 
11 1 (県)石田玄室の墓 |総社町高井字桃木263 101 
121 (市)野良犬獅子舞 清野町31ト3 101 101 1 10 01 

|前国分橋市域社町・群馬町東 群馬町・前橋市 1 1 1 1 
141 (県〉上野総社神社本殿 |元総社町2377総社神社 rrl 101 01 
151 (県〉総社神社断ム 101 01 10 101 " " 
161. (県〕総社本上野国神名帳 " " 10 101 10 
171 (市〕総社神社太々神楽 " 1/ 101 。| 101 10 
181何笠薬師塔婆 門屋町稲荷神社 )0) 1. 1 |olH 101 
191 (県〕短万(銘・東都腕太郎英義作) 石倉町316 10 101 101 101 
20 1 (県)なぎなた〔於東武英義作之〉 " " 1 1 10 101 101 01 
21 〈市)大徳寺総門 |小栢木町大徳寺 1 10 l欝l 1 [ 101 101 

I
R
-
-



22 〈市〉大徳寺多宝塔 小相木町大徳寺 ]01 101 
。 101 

23 (市〉廃覚動寺宝塔 |公田町乗明院 ]0 。 10 

叶 m 阿弥陀三画像板碑 11 11 。 101 o_j Jo 1 
25 (県)十一面観世音像 |日輪寺町412日輪寺 10] 101 ]0 
261 (市〉日輪寺寛永の絵馬 11 11 。 | 10 10_1 1 c2 
271 (市〉オブ塚措 勝沢町420 10 101 1

0 10 
28 〈国)鉄造阿弥陀如来座像 |端気町町善勝寺 ]0] 10 oJ 10 
291 (県)上泉郷倉附上泉古文書 l上泉町宿1140 ]01 10 101 1010 
30 1 (市〉上泉の獅子舞 |上泉町悶諏訪神社 /1 10 01 。

31 (市〉新田塚古墳 上泉町新田塚2694 小F。さるす 101 10 
32 (市)宝禅寺異型板碑 |上泉町1280宝禅寺 101 10 10 
33 (市〕片貝神社太々神楽 |西片貝町1460 片貝神社 | 101 文属島事る。aOにt 

叫姻 )四 鮒飾土器 西片貝町5児28童文イ 首目』 橋 市 。 01 。
じセンター

叶(県)下長磯翁式三番受人形 |下長磯町稲荷神社 ~ 
361 (市)小島田の供養碑 |小島田町大門跡53 01 lτl 101 
371 (国)八幡山古墳 朝倉町若宮1344 |前 橋 市 。 01 0] 1010 
381 (県)天神山古墳 後関町坊山 " 10 。 10 ]010 
39 (市)春日;神社太々 神楽 |上佐鳥町1120-1春日神社 。 10 
40 1 (市)山王の宝塔 。 01 101 ] 1 
41 (市)前橋蕃刑場跡供養塔ならびに道しるべ 天川大島町1025 目IJ 橋 市 01 。 。

トト421 (国)天川二子山古墳 文京町三丁目26 11 101 開 l 101 
431 (市)交政四年天川原村分間絵図 l文京町二丁目 101 I~~í 101 ]01 
44 (市〉経塚古墳 |東善町経塚27 l2J ~ |I 101 101 

-
Rー



名 称 所 在 地 | 管理者 Ißi~普停J無 復 三ミ戸箱
良 l普門て良r;罷 良 l首

不創|無01官|官o 45 (国〉前二子古墳 |西大室町二子山 前橋市 01 01 I ) I 
46 (国〕中二子古墳 東大室町五料 11 10 1010 
471 (園〉後二子古墳 |西大室町下諏訪 11 101 10 
481 (県)納雷利面 |二之宮町鵬二宮赤城神社 101 101 1 101 10 
49 〈市)二之宮式三番受付伝授書 " 

。 101 。101 
50 1伺慈照院千手観音座像 |二之宮町1811慈照院 101 10 101 101 
51 1 (市〕無量寿寺地蔵菩薩立像 |二之宮町甲削無量寿寺| rol 101 101 [61 
521 (市)無量寿寺十一面観音立像 11 " 101 iol lol iol 
53 (市)三之宮神社党鐘 |二之宮町附二宮赤城神社 101 10 1 I I I iol 101 
54 (市)二之宮神社絵馬4枚 M 。 lo lo[ 

fHtト55 〈市)産泰神社太々神楽 下大屋町569産泰神社 。 。
叶 (市 〉産相社八醐 11 。 。 1 I_J 10 101 
571 (市)泉沢の獅子舞 泉沢町44泉沢神社 。 10 
581 (市)稲荷藤節 |泉沢町日 11 。 。
叫〈県〉脇差(銘桜較英著作〉 千代田町二丁目8-18 01 101 
叫〈県〕万(銘・巴紋印藤枝太郎賭〉 千代田町二丁目5-5 101 101 
川(県〉短万(銘源左衛門腕国〕 |千代田町一丁目11-11 。 101 
62 (国〉後陽成天皇漢翰古歌御色紙1幅 |千代田町三丁目 妙安寺 | 10 L~ 10 01 
63 (国〕御柏原天皇震翰朗詠詩歌1幅 " " 10 lol fOl lo( 
641 (国〕霊元天皇(鄭駅)繭御懐紙1幅 11 11 10 101 。101 
65 (県〕党 鐙 " 11 Iぎ | ぎ |

。fOl 
661 (市〕書跡・豊臣秀吉和歌短冊 11 11 10 101 。~ 



67 (市〉工芸品・中啓伝狩野山楽筆 千代田町妙安寺 101 101 。 01 
68 (市〕文政四年前橋町絵図 本町二丁目10-5
69 (市〉伯牙弾琴鋭 本町二丁目7-2 101 101 
叶 (市〉八幡宮文書1巻9通 1/ 11 10 101 
川(市〉典籍前橋藩主松平家記録 大手町二丁目 前橋市立図書館 101 101 01 101 
72 (市〕前橋祇園祭礼絵巻2巻 11 11 1. 1 101 I 10 10] 10 
叶 〈市〕前橋城草橋門跡 |大手町二丁目 |前 橋 市 r-:I 陪| 101 01 
74 (市〉酒井重忠、画像 |大手町三丁目17-22源英寺l 。 101 

lートイ同 紅雲町一τ目17-10 101 101 
761 (市〉下村善太郎の墓 |紅雲町二丁目28竜海院 101 01 
叶 (市)前橋藩主酒井氏歴代墓地 11 11 01 01 1 1 1 101 10 
781 (市〉東福寺鰐口 |三河町一丁目19- 。 101 。

791 (市〉カロウト山古墳石棺 三河町二丁目11中111小校庭 中川小学校 | 。 | 101 
80 1 (市〉松平藩主画像 |朝日町四丁目29-24孝顕寺| 101 101 
叶(市)結城政勝画像 11 11 01 10 
82 〔県〉万(製常国住長船五郎左衛門尉) 南町三丁目15-1 01 10 
<'38 (県〉脇差(銘喜翁藤技直'胤〉 |城東町一丁目11-1 10¥ 10 
84 (国)岩神の飛石 l昭和町三丁目別1 |前 橋 市 101"1 101 
85 (県)総社神社雲版 元総社町2377総社神社 01 01 

的
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ー
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資料4 昭和51年度事業計画（文化財保護係）

区分 事1業名 事　業　の　内　容 対　　　象 時　　　期 備　　　　考

国有文化財の

管理と清掃

天川・総社二子山古墳の管理と

清掃
国有文化財

・管理2名
年間104日以上

・清掃下草刈
年間2回以上

国庫補助事業

　　373、400円

指定史跡（城南二子山・八幡山・ 第1・第2
文 史跡等の清掃

宝塔山・酒井家墓地等）の清掃
指定史跡

4　半期
295，000円

化
市指定文化財 第1

財 指定文化財の標識説明板設置 350，000円
等8物件 4　半期

保
中川小学校保管の石棺ブ・ック 第1

護 市指定文化財 340、000円

お
塀工事 4　半期

よ
文化財の

前二子古墳墳丘の補修
　7

国指定史跡 第1・4半期 44，000円

び
保存事業 後二子古墳墳丘の補修 国指定史跡 第1・4半期 16，600円

管

理 宝塔山古墳の囲柵補修 国指定史跡 35，000円

運
善勝寺鉄造阿弥陀如来座 国　指　定 国庫補助事業

営 像の補修 重要文化財 2，6000、000円

国庫補助事業
山王廃寺塔心礎覆屋の改修

2，500，000円

国　指　定 国庫補助事業
飛石（稲荷神社）の囲柵

天然記念物 650，000円

史跡（古墳） ．城南三古墳の購入
国庫補助事業

51年度は前二子古墳を計画、国 国指定史跡
購入

庫補助内定
30，972，000円

文化財調査
文化財保護条例に基ずぎ、文化 会議は年間6

財の保存と活用に関し、意見具 市内の文化財 回

文
委員会議 申と指定のための調査をする。 調査員5名

化
財 芳賀東部団地 前工団の団地造成事業に先がけ

団地造成地内 5月から実施
『
の
調
査

遺跡の発掘調

査

て、該当地の埋蔵文化財の調査

をし、保存と活用を計る。 約45勉
予定完了期不

明

前工団からの委託

お

よ
び へ山王地区の諸開発に先がけて、 発掘地域は山 発掘調査
並
日
及
、

山王廃寺跡遺 山王廃寺跡の発掘調査と現形測 王廃寺内の局 7／26～8川 第3次
活
動

跡の発掘調査 量を実施し、同遺跡の保存と活

用をはかる。

部となるが測

量は全域

測量

第3・4半期
緊急発掘調査

文化財調査報 市内の文化財を調査記録し、学

告書の発行 術研究の資料とすると共に文化 文化財一般
第4

（第7集） 財についての啓蒙をはかる。 4　半期

一33一
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区分 事業名 事　業　の‘内　容 対　　　象 時　　　期 備

山王廃寺跡発掘調査報告書発行 49年度 第2 山王土地弓

埋蔵文化財発』
（第1次）

　　　　　　▼
発掘調査分 4　半期 らの委託

掘調査報告書 王山古墳発掘調査報告書の発行 49年度実施
第3 上石倉土封

の発行 4　半期， からの委言

文
山王廃寺跡発掘調査報告書の発、

行（第3次）

51年度

発掘調査分

第4一一

4　半期
国庫補助男

化
財 郷土芸能

地域にのこる郷土芸能の発表を

とおして、無形文化財に対する
伝　承　者

10月　6　ぼ
の 大　　　会 保護と育成をはかる。 市民r．般
調

査 文　化財
市内ならびに、その隣接地の文

化財の見学を通して、文化財の 一般市民 r　11月’』

お
　
よ

，め　ぐ　り 理解と保護の徹底をはかる。
一

び 文化財保護団 保護活動を中心に進めている団

並
体の育成と助 体の育成、指導をはかり組織の 保護団体 年間

日
成 強化をはかる。

及

活
　
動

文化財につい

ての研修会

文化財についての理解と認識を

深め、文化財の保存の方法を検

討する。

教職員と文化

財に関心をも

つ市民
11月

文化財の展示 市内に所在する著名な文化財を 一般市民
11月

と文化財教室 展示し、講演会を行なう。 小中学生

調査資料の教 文化財の理解と保護のため、ス 一般市民
貸出／’年間

作製
材化 ライドを作製し貸出を行なう。 小中学生 第4・4半期

埋蔵文化 発掘調査等によって得た出土品

年間
財の整理 ならびに調査資料を整理する。

宅地開発等の 宅地開発等の事業に係わる埋蔵 宅地開発業者

事前協議資料 文化財の調査を実施し、その保 等の申請によ 随時
の検討 護活用について意見を具申する。 る

　考，
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と

本
市
の
社
会
教
育
課
に
文
化
財
保
護
係
が
新
設
さ
れ
て
か
ら
早
く
も
三
年
を
経
過

し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
間
、
文
化
財
保
護
係
は
、
関
連
市
長
部
局
阜
、
市
民
各

位
の
理
解
と
協
力
に
よ
っ
て
、
各
種
遺
跡
の
発
掘
調
査
・
史
跡
等
の
保
存
整
備
事
業

や
文
化
財
の
活
用
に
関
す
る
諸
事
業
を
次
々
に
実
施
し
て
お
り
本
市
の
文
化
財
保
護

行
政
も
漸
く
軌
道
に
の
っ
た
感
が
あ
る
。

と
り
わ
け
本
年
度
に
お
い
て
は
、
芳
賀
東
部
団
地
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
開
始
さ
れ
、

約
三
・
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
及
ぶ
か
つ
て
な
い
広
大
な
地
域
の
調
査
を
完
了
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
昭
和
四
十
九
年
度
よ
り
、
継
続
し
実
施
し
て
き
た
山
王
廃
寺
跡

の
発
掘
調
査
に
お
い
て
は
、
塔
跡
の
北
東
約
四

0
メ
ー
ト
ル
の
地
点
に
礎
石
群
を
確

認
し
、
そ
の
地
に
、
山
王
廃
寺
跡
の
主
要
建
造
物
の
一
つ
と
み
ら
れ
る
遺
構
の
存
在

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
保
存
整
備
事
業
と
し
て
は
、
天
然
記
念
物
「
岩

神
の
飛
石
」
の
囲
柵
工
事
を
は
じ
め
、
史
跡
「
山
王
塔
跡
」
心
礎
覆
屋
の
改
修
に

も
着
手
し
、
い
よ
い
よ
そ
の
完
了
を
み
る
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、
長
い
間
の
懸
案

で
あ
っ
た
荒
砥
三
古
墳
の
買
上
げ
も
具
体
化
し
、
前
二
子
古
墳
の
買
上
げ
が
開
始
さ

れ
、
更
に
は
、
文
化
財
調
査
員
の
諸
先
生
に
よ
る
指
定
文
化
財
等
の
調
査
も
積
極
的

に
推
進
さ
れ
、
今
回
は
じ
め
て
総
社
神
社
の
合
同
調
査
が
行
わ
れ
て
、
こ
の
文
化
財

を
中
心
と
し
た
「
第
三
回
文
化
財
展
」
を
市
立
図
書
館
に
お
い
て
開
催
す
る
な
ど
、

文
化
財
保
護
活
用
に
つ
い
て
も
多
く
の
成
果
を
み
る
こ
左
が
で
き
た
と
考
え
る
。

こ
こ
に
刊
行
さ
れ
た
、
前
橋
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
七
集
は
、
こ
う
し
た
昭
和

五
十
一
年
度
の
文
化
財
保
護
行
政
に
関
す
る
諸
事
業
の
う
ち
、
特
に
、
芳
賀
東
部
団

地
遺
跡
、
山
王
廃
寺
跡
第
三
次
発
掘
調
査
の
概
要
、
並
び
に
総
社
神
社
の
総
合
調
査

の
一
部
を
主
と
し
、
更
に
前
橋
市
の
文
化
財
保
護
行
政
の
今
後
の
あ
り
方
を
探
究
す

る
意
図
も
あ
っ
て
、
「
前
橋
市
の
文
化
財
保
護
行
政
に
つ
い
て
」
も
併
せ
て
集
録
し

た
も
の
で
あ
る
。

つ
い
て
は
、
前
橋
市
教
育
委
員
会
が
本
年
度
実
施
し
た
こ
の
文
化
財
諸
調
査
の
概

要
と
、
文
化
財
保
護
係
の
活
動
に
つ
い
て
御
理
解
を
い
た
だ
く
と
共
に
、
御
批
判
、

御
指
導
を
い
た
だ
き
、
本
市
文
化
財
保
護
行
政
の
進
展
に
役
立
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば

望
外
の
喜
び
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

昭
和
五
十
二
年
二
月
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会
社
会
教
育
課

課

長

下

回

文

太

郎

前
橋
市
文
化
財
調
査
委
員
ハ
五
十
音
順
)

尾

崎

喜

左

雄

中松丸

山

山

沢回回

右徳、知武

五円
H松良麿

昭和 51年度

第7集文化財調査報告書

昭和52年 3月25日廊。印

昭和52年3月30日

前橋市千代田町一丁目 8-8

前橋市教育委員会事務局

社会教育課(電話32-6538番〉

行

発行所

発

前橋市大手町三丁目 6-11

有限会社原田印刷所

電 話 31-26 6 5番

印刷所


	目次
	はじめに
	一、総社神社関係調査報告（一）
	総社神社所蔵文化財（一）
	建造物
	古文書（一）


	二、昭和五十一年度埋蔵文化財調査概報
	芳賀東部団地遺跡
	山王廃寺跡第三次調査

	三、前橋市の文化財保護行政についての報告
	－文化財保護行政の充実のために－

	あとがき
	資料
	資料１　指定文化財所在地及び管理者等一覧
	資料２　指定文化財の標識・説明板等の設置状況
	資料３　文化財関係の経費の変化
	資料４　昭和51年度事業計画（文化財保護係）

	総社神社の建造物



